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学籍番号	 名前	

　東北文教大学短期大学部は、教育基本法および学校教育法に基づき、深く専門

の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成するとともに、	

「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり人間性豊かな、真に社会に貢献しうる実践	

的な人間の育成を目的とする。

（学則第１条参照）

　　
校章は日本の心を写す八

やたのかがみ

咫鏡で型取ってある。秀麗なる蔵王嶺の

峨々たる岩間に花をつける駒草は、清らかに厳しい自然を生き抜く

たくましさの象徴である。

本 学 の 使 命
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１　東北文教大学短期大学部学則

第１章　総　　　　　則
（目　　的）
第１条　 東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に

基づき、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成する
とともに、「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり人間性豊かな、真に社会に貢献しう
る実践的な人間の育成を目的とする。

（位　　置）
第２条　本学を山形県山形市大字片谷地字谷地515番地に置く。
（自己評価等）
第３条　 本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
２　 前項の点検及び評価結果並びに本学職員以外の者による検証に関する事項は別に定め
る。

第２章　学科、学生定員及び修業年限
（学科及び学生定員）
第４条　本学において設置する学科及び学生定員は次のとおりとする。

学　　　　科 入学定員 収容定員
子ども学科 70名 140名

（修業年限及び在学年限）
第５条　本学の修業年限は、２年とする
２　学生は、４年を超えて在学することはできない。

第３章　学年、学期及び休業日
（学　　年）
第６条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終る。
（学　　期）
第７条　学年を次の２学期に分ける。

前学期　４月１日から９月30日まで
後学期　10月１日から翌年３月31日まで
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（休 業 日）
第８条　休業日は、次のとおりとする。

⑴　日曜日
⑵　「国民の祝日に関する法律」に定める休日

２　夏期、冬期および春期休業に関しては、別に定める。
３　前二項の規定にかかわらず、学長は、臨時に休業日を設け、また休業日を変更するこ
とができる。

第４章　入学、退学及び休学
（入学の時期）
第９条　入学の時期は学年の始めとする。
（入学資格）
第10条　本学に入学することのできる者は、次の各号の１に該当する者とする。

⑴　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程よりこれ
に相当する学校教育を修了した者を含む。）

⑶　外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で
文部科学大臣の指定した者
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として指定した在外教
育施設の当該課程を修了した者
⑸　文部科学大臣の指定した者
⑹　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）
⑺　本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者で18歳以上に達した者

（入学の出願）
第11条　本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて、本学が指定する

期日までに、学長に提出しなければならない。
２　提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。

（入学者の選考）
第12条　前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
（入学手続き及び入学許可）
第13条　前条の選考の結果にもとづき合格の通知を受けた者は所定の期日までに、保証人連署

による誓約書を添えて、所定の入学手続きをとらなければならない。
２　前項の入学手続きを完了した者に、教授会の審議を経て、学長が入学を許可する。
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（保 証 人）
第14条　保証人は、保証人としての責務を果し得る者でなければならない。
２　保証人の身分、住所に異動があったとき、又は死亡あるいはその他の理由でその責務
を尽くし得ないときは、あらたに保証人を選定し、学長に届けなければならない。

（編入学・再入学・転入学）
第15条　本学に編入学、再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、

選考の上、教授会の審議を経て、学長が相当年次に入学を許可することがある。
２　前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い
並びに在学すべき年数については、教授会の審議を経て、学長が決定する。

（退　　学）
第16条　退学しようとする者は、学長の許可を得なければならない。
（休　　学）
第17条　疾病その他やむを得ない理由により２カ月以上修学することのできない者は、学長の

許可を得て休学することができる。
２　疾病その他やむを得ない理由により修学することが適当でないと認められる者につい
ては、学長は休学を命ずることができる。

（休学の期間）
第18条　休学の期間は１年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、引続

き更に１年まで延長することができる。
２　休学の期間は通算して２年を超えることができない。
３　休学期間は第５条第２項の在学年限に算入しない。

（復　　学）
第19条　休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。
（除　　籍）
第20条　次の各号の１に該当する者は、教授会の審議を経て学長が除籍する。

⑴　第５条第２項に定める在学年限を超えた者
⑵　第18条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
⑶　学納金等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
⑷　長期にわたり居所不明の者

第５章　教育課程及び履修方法等
（授業科目）
第21条　授業科目を分けて、子ども学科は教養科目、専門科目（保育の本質・目的、保育の対

象の理解、保育の内容と方法、保育展開のための知識・技術、保育実践）、卒業研究
とする。

２　授業科目の種類、単位数等は別表第１のとおりとする。
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３　外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で、外国において相当の期間中等教育（中
学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。）を受けた者（以下、帰国子
女という。）の教育について本学が必要と認める場合には、日本語科目及び日本事情
に関する科目を開設する。

（１年間の授業期間）
第22条　１年間の授業期間は、試験等の日数を含め、35週以上とする。
（授業の方法）
第23条　本学における授業は、講義、演習、実験、実習または実技のいずれか、またはこれら

の併用により行うものとする。
２　前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所
で履修させることができる。

３　第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様な
メディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につ
いても同様とする。

４　第１項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
５　卒業に必要な所定の単位数のうち、第２項に規定する授業の方法により修得する単位
数は30単位を超えないものとする。

６　第２項の授業を実施する授業科目については別に定める。
（単位計算方法）
第24条　各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
⑴　講義及び演習については、原則として15時間の授業をもって１単位とし、別に定
める授業科目については、30時間の授業をもって１単位とする。
⑵　実験、実習及び実技については、原則として45時間の授業をもって１単位とし、
別に定める授業科目については、30時間の授業をもって１単位とする。

（単位の授与）
第25条　授業科目を履修し、その試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
２　各科目について出席すべき時間数の３分の２に満たない場合は、その科目修得の単位
を与えることができない。

３　試験等に関する事項は別に定める。
（単位数の上限）
第26条　卒業の要件として１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限につい

ては別に定める。
２　所定の単位を優れた成績をもって修得した者については、前項に定める上限を超えて
履修科目の登録を認めることがある。
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（学習の評価）
第27条　試験等の評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄをもって表わし、Ｃ以上を合格とする。
２　評価に関する事項は別に定める。

（他学科の授業科目の履修）
第28条　本学において教育上有益と認めるときは、他学科において履修した授業科目について

は、教授会の審議を経て、学長が30単位を超えない範囲で認めることがある。
（入学前の既修得単位の取扱）
第29条　本学において教育上有益であると認めるときは、学生が入学する前に専修学校の専門

課程（専門士の称号が付与されている課程）、短期大学又は大学において履修した授
業科目について修得した単位を、教授会の審議を経て、学長が入学後の本学における
授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　学生が入学する前に行った第31条第１項に規定する学修を、教授会の審議を経て、学
長が本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

３　前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場
合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて30単位を超え
ないものとする。

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等）
第30条　本学において教育上有益と認めるときは、学生が専修学校の専門課程（専門士の称号

が付与されている課程）、他の短期大学又は大学の科目を履修し修得した単位を、教
授会の審議を経て、学長が30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修によ
り修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。この場合
修得したものとみなすことのできる単位数は、前項及び第31条第２項の単位数と合わ
せて30単位を超えないものとする。

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修）
第31条　本学において教育上有益と認めるときは、学生が行う専修学校の専門課程（専門士の

称号が付与されている課程）、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その
他文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の審議を経て、学長が本学における授業
科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

２　前項により与えることができる単位数は、前条第１項により修得したとみなした単位
数と合わせて30単位を超えないものとする。

（本学での履修以外で修得した単位数の限度）
第32条　第29条、第30条及び第31条の規定により修得した単位数は、合計で45単位を超えない

ものとする。
（外国人留学生等に関する履修方法の特例）
第33条　外国人留学生及び帰国子女が第21条第３項に規定する授業科目の単位を修得したとき
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は、これらの単位をもって第21条第２項に規定する授業科目の単位に代えることがで
きる。

２　前項の規定の実施に関して必要な事項については、別に定める。

第６章　卒 業 等
（卒業要件）
第34条　本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、各学科で定める次の単位を取得し

なければならない。
⑴　子ども学科
　　教養科目については８単位以上、専門科目については保育の本質・目的から６単
位以上、保育の対象の理解から３単位以上、保育の内容と方法から６単位以上、保
育展開のための知識・技術から４単位以上、卒業研究２単位を含め、総計62単位。

（卒　　業）
第35条　本学に２年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、

教授会の審議を経て、学長が卒業を認定する。
２　前条の要件を満たした者が、卒業延期を願い出た場合、学長は、教授会の審議を経て、
これを許可することができる。

３　卒業延期に関し、必要な事項は別に定める。
（短期大学士の学位）
第36条　前条により卒業した者には、教授会の審議を経て、次の区分に従い、学長が短期大学

士の学位を授与する。
　 学　科 　　 　　　学　　位
子ども学科 短期大学士（子ども学）

（資格の取得）
第37条　本学において取得することができる資格及び免許状の種類は次のとおりとする。

　学科名 　　　資格及び免許状の種類
子ども学科 幼稚園教諭二種免許状、保育士、
 キャンプインストラクター、社会福祉主事任用資格、
 知的障害者福祉司任用資格

２　幼稚園教諭二種免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法および教育職員免許
法施行規則の規定する授業科目について必要な単位を修得しなければならない。（授業
科目名・単位数は別表２）

３　保育士の資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則第６条の２第１項第３号
の指定保育士養成施設の修業科目及び単位数並びに履修方法の規定する授業科目につ
いて必要な単位を修得しなければならない。（授業科目名・単位数は別表３）

４　キャンプインストラクターの資格を取得しようとする者は、日本キャンプ協会のキャ
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ンプインストラクター認定に関する規程に定められた科目及び単位数を修得しなけれ
ばならない。

５　社会福祉主事任用資格を取得しようとする者は、学則第34条の卒業要件を充足し、社
会福祉法第19条第１項第１号の規定にもとづき、厚生労働大臣の定めた修業科目及び
単位を修得しなければならない。

６　知的障害者福祉司任用資格を取得しようとする者は、学則第34条の卒業要件を充足し、
知的障害者福祉法第14条第２号の規定にもとづき、厚生労働大臣の定めた修業科目及
び単位を修得しなければならない。

第７章　入学検定料、入学金、および学納金等
（入学検定料、入学金および学納金等）
第38条　入学検定料、入学金および学納金等の額は、別表第６のとおりとする。
２　入学金は、第13条第１項に規定する入学手続きを行うときに指定する期日までに納付
しなければならない。

３　学納金は、毎年これを前期、後期の２回に分けて指定する期日までに納入しなければ
ならない。

（学納金の免除、徴収の猶予または分納）
第38条の２　特別の事情があると認めたものについては、入学金、学納金等の全部または一部

を免除し、徴収を猶予し、または分納を許可することがある。
（退学等の場合の学納金等）
第39条　前期または後期の途中において退学した者、転学した者または除籍された者は、当該

学期の学納金等を全額納入しなければならない。
２　停学の場合は、その期間中の学納金を納入しなければならない。

（休学の場合の学納金等）
第40条　休学を許可され又は命ぜられた者については、休学期間中の学納金等を免除する。た

だし学期中途の場合、当該学期分の学納金等は納付しなければならない。
（復学の場合の学納金等）
第41条　学期の中途において復学した者は、復学した当該学期分の学納金等を復学した月の末

日までに納付しなければならない。
（学年の中途で卒業する場合の学納金等）
第42条　学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの当該学期までの学納金等を納

付するものとする。
（入学を辞退する場合の入学金）
第43条　入学手続き完了後入学を辞退する者の入学金については、これを還付しない。
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第８章　教 職 員 組 織
（教職員組織）
第44条　本学に学長、教授、事務職員、を置く。
２　前項のほか、副学長、短期大学部長（以下、「学部長」という。）、学科長、准教授、講
師、助教、助手、その他必要な職員を置くことができる。

３　学長は本学を代表し、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
４　副学長は、学長を補佐し、命を受けて校務をつかさどる。
５　学部長は、短期大学部に関する校務をつかさどり、所属職員を監督する。
６　学科長は、当該学科に関する校務をつかさどり、所属職員を監督する。
７　教授、准教授、講師及び助教は、教育・研究に従事し、学生の指導に当たり、学部・
学科の管理運営に参画する。

８　助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
９　その他、教職員組織に関し必要な事項は、別に定める。

第９章　教 授 会
（教 授 会）
第45条　本学に教授会を置く。
２　教授会に関し、必要な事項は別に定める。

第10章　科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
（科目等履修生）
第46条　本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障がない限りにお

いて、教授会の審議を経て、学長が科目等履修生として履修を許可することがある。
２　科目等履修生について必要な事項は別に定める。

（特別聴講学生）
第47条　本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障がない限りにお

いて特別聴講学生として、教授会の審議を経て、学長が履修を許可することがある。
２　特別聴講学生に関する規程は、別に定める。

（外国人留学生）
第48条　外国人で、短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願

する者があるときは、選考の上、教授会の審議を経て、学長が外国人留学生として入
学を許可することがある。

２　外国人留学生について必要な事項は別に定める。
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第11章　賞　　　　　罰
（表　　彰）
第49条　学生として表彰に値する行為があった者は、学長が表彰する。
２　表彰に関する必要な事項は別に定める。

（懲　　戒）
第50条　本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。
２　前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
３　前項の退学は次の各号の１に該当する学生に対して行う。
⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
⑵　学業不振で成業の見込みがないと認められる者
⑶　正当な理由がなく出席常でない者
⑷　本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

４　懲戒に関する必要な事項は別に定める。

第12章　厚 生 施 設
（健康管理）
第51条　学生は、定期的に行う健康診断を受けるほか、随時健康診断を受けて、疾病の予防と

健康の増進につとめなければならない。
２　厚生並びに保健に関する施設およびその利用方法については、別に定める。

第13章　公 開 講 座
（公開講座）
第52条　社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することがで

きる。
２　講座の内容に応じ、教授会の審議を経て、学長が受講者を第46条の科目等履修生に準
ずる者とみなし、単位を与えることができる。

第14章　改　　　　　正
（改　　正）
第53条　本学則の改正は、教授会の審議を経て、学長が決定し理事会の承認を得る。

附 則
　本学則は、昭和41年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和42年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和50年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和51年４月１日から施行する。
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　本改正学則は、昭和52年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和53年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和54年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和55年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和56年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和57年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和58年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和59年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和60年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和60年４月１日から施行する。
　本改正学則は、昭和62年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成元年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成２年４月１日から施行する。
　 　ただし、第４条の規程にかかわらず平成２年度から平成11年度までの国文科、英文科の入
学定員及び学生収容定員は次のとおりとする。
　　なお、平成２年度以降から入学した者に適用する。

区　　分
平成２年度 平成３年度～平成10年度 平成11年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
国文科 130 230 130 260 100 230
英文科 100 170 100 200 70 170

　本改正学則は、平成３年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成４年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成５年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成６年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成７年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成８年４月１日から施行する。
　本改正学則は、平成９年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成９年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則と
する。
　本改正学則は、平成10年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成10年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則と
する。
　本改正学則は、平成11年４月１日から施行する。
　 　ただし、第４条の規定にかかわらず平成11年度から平成12年度までの国文科、英文科の入
学定員及び収容定員は次のとおりとする。
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区　　分
平成11年度 平成12年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
国文科 130 260 100 230
英文科 100 200 70 170

　　なお、平成11年度以降から入学した者に適用する。
　本改正学則は、平成12年４月１日から施行する。
　 　ただし、第４条の規定にかかわらず平成12年度から平成16年度までの国文科、英文科の入
学定員及び収容定員は次のとおりとする。

区　　分
平成12年度 平成13年度 平成14年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
国 文 科 128 258 128 256 126 254
英 文 科 100 200 98 198 98 196

区　　分
平成15年度 平成16年度 平成17年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
国 文 科 126 252 125 251 100 225
英 文 科 96 194 95 191 70 165

　　なお、平成12年度以降から入学した者に適用する。
　本改正学則は、平成13年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成13年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成13年10月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成14年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成14年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成14年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成15年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成15年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成16年４月１日から施行する。

区　　分
平成16年度 平成17年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
国 文 科 100 226 100 200
英 文 科 70 166 70 140

　 　なお、この学則は平成16年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、
　１．平成17年４月１日より施行する。なお、この学則は平成17年度の入学生より適用する。
　２ ．国文科、英文科、幼児教育科は、改正後の学則第４条の規定にかかわらず、平成18年３
月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

　本改正学則は、平成18年１月１日より施行する。
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　　なお、第10章の章名及び第52条については、平成18年４月１日より施行する。
　本改正学則は、平成19年４月１日より施行する。
　　なお、別表第５「１．入学検定料」については、平成18年10月１日より施行する。
　本改正学則は、平成20年４月１日より施行する。
　本改正学則は、平成21年４月１日より施行する。
　 　なお、この学則は平成21年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成22年４月１日より施行する。
　 　なお、この学則は平成22年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成23年４月１日より施行する。
　 　なお、この学則は平成23年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成24年４月１日より施行する。
　 　なお、この学則は平成24年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成25年４月１日より施行する。
　 　なお、この学則は平成25年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成26年４月１日より施行する。
　 　なお、この学則は平成26年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成27年４月１日より施行する。
　 　なお、現に在学する学生は、学則第21条、第36条、第39条、別表第１及び別表第３に関し
ては従前の学則とする。
　本改正学則は、平成28年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成28年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成29年２月20日から施行する。
　本改正学則は、平成29年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成29年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　本改正学則は、平成30年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は平成30年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
　この改正学則は、平成31年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は、平成31年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則
とする。
　この改正学則は、令和２年４月１日から施行する。

区　　分
令和２年度 令和３年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
総合文化学科 60 120 60
子ども学科 100 200 100 200
人間福祉学科 60 120 60 120

　 　なお、この学則は、令和２年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則とする。
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　この改正学則は、令和３年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は、令和３年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則
とする。
　この改正学則は、令和４年４月１日から施行する。
　 　なお、令和３年度において在学していた学生は、学則第21条、第34条、第37条、別表第１
及び別表第４に関しては従前の学則とする。
　この改正学則は、令和５年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は、令和５年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則
とする。
　この改正学則は、令和６年２月28日から施行する。
　この改正学則は、令和６年４月１日から施行する。
　 　なお、この学則は、令和６年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則
とする。
　この改正学則は、令和６年６月20日に施行し、令和６年４月１日から適用する。
　この改正学則は、令和６年２月15日から施行する。
　この改正学則は、令和６年２月15日に制定し令和７年４月１日から施行する。

区　　分
令和７年度

入学定員 収容定員
子ども学科 70 170
現代福祉学科 30

　 　なお、この学則は、令和７年度の入学者から適用し、現に在学する学生には、従前の学則
とする。
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別表第１　子ども学科
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別表第２　幼稚園教諭二種免許状【子ども学科】
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別表第３　保育士【子ども学科】
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区分 系列 教科目
指定
授業
形態

指定
単位数

授業
形態

単位数 時間数 備　　考教科目名

社会的養護の展開 講義 2 30

教育制度 講義 2 30

子どもの遊び 演習 1 30

子どもの生活 演習 1 30

児童文化 演習 1 30

保育の表現 演習 1 30

教育方法論 講義 2 30

教育の方法と技術 講義 2 30

教育相談 講義 2 30

保育内容総論Ⅱ 演習 1 30

特別支援教育 演習 1 30

保育と音楽表現Ａ 演習 1 30

保育と音楽表現Ｂ 演習 1 30

実習 2 保育実習ⅡＡ 実習 2 90

実習 2 保育実習ⅡＢ 実習 2 90

演習 1 保育実習指導ⅡＡ 演習 1 30

演習 1 保育実習指導ⅡＢ 演習 1 30

 
 
 
 
 
 
告
示
別
表
第
２
に
よ
る
教
科
目

15

単

位

以

上

保育の内容・方法に関する関する科
目

６単位以上保育の本質・目的に関する科目

どちらか一方を選択

保育実習

 保育の対象の理解に関する科目

どちらか一方を選択
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別表第４
別表第 4 

 
１．入学検定料 

30,000 円 

ただし、大学入学共通テストを利用した場合 15,000 円 
 

２．入学金 
280,000 円 

納付期限は、合格発表の日から本学の指定する入学手続完了日時までとする。 
 

３．学納金 

(1) 授業料等 

項 目 
子ども学科 

前 期 後 期 

授 業 料 310,000 円 310,000 円 

教 育 充 実 費 71,000 円 71,000 円 

施 設 拡 充 費 97,500 円 97,500 円 

実 験 実 習 費 35,000 円 35,000 円 

合 計 513,500 円 513,500 円 

※入学年度の学納金額は卒業年度まで据え置きとする。 

    

 

(2) 授業料等の納付期限 

前期分 4 月 1日～4 月 20 日まで 

後期分 10 月 1 日～10月 20 日まで 

 

 (3) 卒業延期者の納付金 

項 目 在 籍 料 

前期（半年） 30,000 円 

後期（半年） 30,000 円 

   ※学則第 35 条 2 に該当する学生に適用する。 

 

４．納入期限に関わらず、再入学・転入学・復学の場合の入学金及び学納金の納付期限は、本学が別に指

定する手続完了日までとする。 
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２　東北文教大学短期大学部学位規程

（目　　的）
第１条　この規程は、学位規則（第28年文部省令第９号）第13条及び東北文教大学短期大学部

学則（以下、「学則」という。）第36条の規定に基づき、東北文教大学短期大学部（以下、
「本学」という。）において授与する学位について必要な事項を定めるものである。

（付記する専攻分野）
第２条　本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野は次の名称とする。
子ども学科　　　短期大学士（子ども学）
現代福祉学科　　短期大学士（現代福祉学）
（学位授与の要件）
第３条　短期大学士の学位は、学則第35条の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。
（学位の授与）
第４条　学長は、卒業を認定したときは、教授会の審議を経て学位を授与し、学位記を交付す

るものとする。
（学位の名称）
第５条　本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「東北文教大学短期大

学部」と付記するものとする。
（学位授与の取消）
第６条　学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明し

たとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の審議を経て当該学位
を取消すことができる。

２　学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつそ
の旨を公表するものとする。

（教育の質保証と学位授与の方針）
第７条　本規程に基づき学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を別に定める。
２　本条１項に規定した学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に資するため、学修成
果の評価に関する方針（アセスメント・ポリシー）を明確化する。

（規程の改正）
第８条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 　 　 則
　この規程は、平成18年１月１日から施行する。
　 本規程第２条の規定にかかわらず、国文科、英文科、幼児教育科は平成18年３月31日に当該
学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、付記すべき専攻分野を、国文、英
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文、幼児教育とする。
　この改正規定は、平成22年４月１日から施行する。
　この改正規定は、平成27年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和２年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和３年４月１日から施行する。
　 本規程第２条の規定にかかわらず、総合文化学科は令和４年３月31日に当該学科に在学する
者が当該学科に在学しなくなるまでの間、付記すべき専攻分野を、総合文化学とする。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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３　東北文教大学短期大学部子ども学科規程

（趣　　旨）
第１条　東北文教大学短期大学部子ども学科（以下、［子ども学科］という。）規程は、東北文

教大学短期大学部学則第１条に規定する目的を達成するため教育目標等を明確にする
ことを趣旨とする。

（学科の目的）
第２条　子ども学科は、「敬・愛・信」の建学の精神に則り、未来をつくる子どものために、豊

かな人間性と社会性を兼ね備えた、保育・教育における総合的実践力を有する人材の
育成を目的とする。

（教育目標）
第３条　子ども学科の教育目標は以下の通りとする。

⑴　多角的視野と総合的視野に裏付けされた思考と判断を持って保育が実践できる保
育者を養成する。
⑵　観察－分析－計画－実行のサイクルにより、向上的に保育が実践できる保育者を
養成する。
⑶　子どもの育ちを支えることができる、専門的知識と技術をもった保育者を養成す
る。
⑷　日常的に保育者としての自覚を持ち、倫理観・道徳心のもと責任ある言動をとる
ことができる保育者を養成する。
⑸　子どもと共感できる、豊かな感性と情操を身につけた保育者を養成する。
⑹　保育者としてのコミュニケーション能力を有し、職場において協働できる保育者
を養成する。
⑺　社会の一員としての教養を身につけ、生涯に渡り主体的に学ぶことのできる保育
者を養成する。

（卒業認定・学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）
第４条　子ども学科では、東北文教大学短期大学部学位規程に基づき、以下の知識・技能・態

度を身につけたものに短期大学士（子ども学）の学位を与える。
⑴　保育・教育の本質を説明することができる。
⑵　保育の対象と内容を理解し、総合的に保育を計画し実践することができる。
⑶　保育をするための方法や技術を身につけ、実践することができる。
⑷　他者を尊重する態度と倫理観を持ち、協働することができる。
⑸　社会人としての教養を身につけ、自ら問題を発見し解決に向けて探求することが
できる。

２　基準となる単位数は、本規程に規定する。さらに、前項に規定した知識・技能・態度
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の育成に資するため、基準となる単位数に、以下に示す単位数を含むものとする。
⑴については、専門科目の「保育の本質・目的」の区分で定める単位数
⑵については、専門科目の「保育の対象の理解」「保育の内容と方法」の区分で定め
る単位数
⑶については、専門科目の「保育の内容と方法」と「保育展開のための知識・技術」
の区分で定める単位数
⑷については、専門科目で定める単位数
⑸については、教養科目と卒業研究で定める単位数

３　本条１項に規定した知識・技能・態度に対応する学習成果の指標を明確化する。
（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）
第５条　子ども学科の教育目標を達成するために、教育課程を「教養科目」「専門科目」「卒業

研究」の３つの科目群から編成し、教育課程編成方針の実質化を図るため、学修方法・
学修過程、学修成果の評価方法を明確化する。
⑴　教養科目では、人間性と社会性を支える基礎的な教養と学習方法の修得を目的と
し、生涯にわたる研鑽の基礎となる科目を配する。
⑵　専門科目では、総合的実践力を養うために、「保育の本質・目的」「保育の対象の
理解」「保育の内容と方法」「保育展開のための知識・技術」「保育実践」の各区分
に科目を配する。
①「保育の本質・目的」では、保育・教育の本質を理解するための科目を配する。
②「保育の対象の理解」では、保育の対象を多面的に捉えるための科目を配する。
③「保育の内容と方法」では、保育内容を理解し、相互に関連付けながら保育の方
法を修得する科目を配する。
④「保育展開のための知識・技術」では、子どもの心身の育ちを支えるために必要
な専門知識・技術を養うための科目を配する。
⑤「保育実践」では、保育を総合的に計画・実践するための科目を配する。
⑶　卒業研究では、それまでの教育内容の総合化として、自ら問題を発見し、解決に
向かう力を養うための科目を配する。

２　子ども学科で開講するすべての授業科目を、本規程第４条３項に規定する学習成果の
指標に対応させる。

（入学者受け入れの方針：アドミッション・ポリシー）
第６条　子ども学科の入学者受け入れの方針は、次の観点を満たしているものとする。

⑴　本学科の特色を理解し、明確な勉学目的を有し、自己目標を達成するために意欲
的に行動できること。
⑵　本学科で学ぶための基礎学力があり、思考力と表現力を有していること。
⑶　保育者に相応しい人間性と良好な人間関係を保つためのコミュニケーション能力
を身につけていること。
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⑷　広く社会への関心を持ち、問題意識や意見をもつことができること。
２　求める学生像に資する学生を適正に多角的に受け入れるために、評価方法として「学
力の３要素」を多面的・総合的に評価する「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選
抜」、社会人や留学生を対象とする「特別入試」を実施する。

（授業科目の担当）
第７条　子ども学科の授業は、子ども学科の専任教員、兼担教員及び兼任教員が担当する。
（学 科 長）
第８条　子ども学科に学科長を置く。
２　学科長は子ども学科を代表し、子ども学科の管理・運営を統括する。

（学科会議）
第９条　子ども学科運営に関する事項については、子ども学科会議に於いて審議する。
（卒業要件）
第10条　子ども学科を卒業するためには、２年以上在学し、本条２項に規定する単位数を修得

しなければならない。
２　教養科目については８単位以上（含　必修４単位）、専門科目については保育の本質・
目的から６単位以上（含　必修４単位）、保育の対象の理解から３単位以上、保育の
内容と方法から６単位以上（含　必修５単位）、保育展開のための知識・技術から４
単位以上、卒業研究については２単位（必修２単位）を含め、総計62単位とする。

（規程の改正）
第11条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、平成20年４月１日から施行する。
　この改正規程は、平成22年４月１日から施行する。
　この改正規程は、平成25年４月１日から施行する。
　この改正規程は、平成27年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和２年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和３年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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４　東北文教大学短期大学部現代福祉学科規程

（趣　　旨）
第１条　東北文教大学短期大学部現代福祉学科（以下、「現代福祉学科」という。）規程は、東

北文教大学短期大学部学則第１条に規定する目的を達成するため教育目標を明確にす
ることを趣旨として制定する。

（学科の目的）
第２条　現代福祉学科は、「敬・愛・信」の建学の精神に則り、人権を尊重する基本姿勢と深い

人間愛、豊かな人間性を兼ね備えた、介護福祉における基礎的な実践力を有する人材
の育成を目的とする。

（教育目標）
第３条　現代福祉学科の教育目標は以下の通りとする。

⑴　幅広い視野と教養を持ち、社会保障や社会福祉に関する制度・施策を理解し、多
角的な視点から的確な判断ができる人材を養成する。
⑵　基礎的な介護の知識と技術を有し、実践を的確に記録し、常に根拠のある介護が
提供できる人材を養成する。
⑶　人間の尊厳や人権を基盤にして、福祉を必要とする人々を理解し、その苦悩に共
感し、相手の立場にたって考えられる人材を養成する。
⑷　人間の持つ生活・福祉問題を総合的に把握し、潜在能力を引き出して活用する自
立支援を基本として、サービスを計画的に提供できる人材を養成する。
⑸　他の職種の役割とチームアプローチの必要性を理解し、トータルケアをチームの
一員として、積極的に推進できる人材を養成する。
⑹　情報機器や福祉機器を活用して、事態に的確に対処できる人材を養成する。
⑺　他の職種やチーム、利用者との円滑なコミュニケーションを取ることのできる人
材を養成する。

（卒業認定・学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）
第４条　現代福祉学科では、東北文教大学短期大学部学位規程に基づき、以下の知識・技能・

態度を身につけ、基準となる単位数を修得した者に卒業を認定し、短期大学士（現代
福祉学）の学位を授与する。
⑴　人間科学及び社会福祉に関する知識を理解したうえで、地域の諸問題に責任を
もって関わるための思考力・判断力・表現力を身につけ、意見を交わすことができる。

⑵　介護を必要とする人が、自分らしい生活を継続できるよう、基本的な生活支援技
術を実践できる。
⑶　人間の尊厳や人権を尊重する態度と倫理観を持ち、コミュニケーション力・協調
性・積極性を身につけ、社会に貢献できる。
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２　基準となる単位数は、本規程に規定する。さらに、前項に規定した知識・技能・態度
の育成に資するため、基準となる単位数に、以下に示す単位数を含むものとする。
⑴については、現代福祉基盤教育科目における「基礎科目」「医療と組織」「発展科目」
区分で定める単位数
⑵については、介護福祉専門教育科目における「介護」「こころとからだのしくみ」「医
療的ケア」区分で定める単位数
⑶については、介護福祉専門教育科目における「人間と社会」区分で定める単位数

３　本条１項に規定した知識・技能・態度に対応する学習成果の指標を明確化する。
（教育課程編成の方針・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）
第５条　現代福祉学科の教育課程編成の方針を以下に示す。

⑴　現代福祉学科の教育目標を達成するために、教育課程を現代福祉基盤教育科目（基
礎科目、発展応用科目）、介護福祉専門教育科目（人間と社会、介護、こころとか
らだのしくみ、医療的ケア）、ビジネス関連科目、卒業研究、日本語で編成する。
⑵　現代福祉基盤教育科目の「基礎科目」では、初年次教育として大学で学修するた
めに必要な文章作成や表現力を育成するための科目、教養科目を配する。
⑶　現代福祉基盤教育科目の「発展応用科目」では、地域福祉、障がい特性に応じた
専門技術に関する科目を配する。
⑷　介護福祉専門教育科目の「人間と社会」では、介護を必要とする人に対する全人
的な理解や尊厳の保持、社会福祉制度に関する科目を配する。
⑸　介護福祉専門教育科目の「介護」では、人間の幸せと社会のあり方を幅広く捉え、
「尊厳の保持」「自立支援」を踏まえて、あらゆる場面に汎用できる専門的な知識・
技術・態度を養う科目を配する。
⑹　介護福祉専門教育科目の「こころとからだのしくみ」では、介護実践に必要な、
人間の成長と発達ならびに障がいの医学的側面に関するこころとからだのしくみを
理解する科目を配する。
⑺　介護福祉専門教育科目の「医療的ケア」では、医療職との連携のもとで医療的ケ
アを安全・適切に実践するに必要な知識・技術・態度を修得する科目を配する。
⑻　ビジネス関連科目では、医療事務や情報、ビジネスに関する科目を配する。
⑼　卒業研究では、それまでの教育内容の統合化として、課題解決に取り組む卒業研
究を必修科目として配する。
⑽　日本語では、留学生の学修支援を促進するため日本語を配する。

２　現代福祉学科で開講する全ての授業科目を、本規程第４条３項に規定する学修成果の
指標に対応させる。

（入学者受け入れの方針：アドミッション・ポリシー）
第６条　現代福祉学科で入学者に求める学生像は、次の観点を満たしているものとする。

⑴　現代社会のかかえている諸問題に広く関心を持ち、自らの意見を述べられる学生。
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⑵　地域社会における諸問題に広く関心を持ち、介護福祉に強い学修意欲がある学生。
⑶　周囲の人との良好な人間関係を保つためのコミュニケーション能力があり、他者
に対する誠実な態度と礼儀がある学生。
⑷　学後の学修に必要な基礎学力があり、自己目標を達成するために主体的に学ぶこ
とができる学生。

２　求める学生像に資する学生を適正に多角的に受入れるために、評価方法として、「学力
の３要素」を多角的・総合的に評価する「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」、
社会人や留学生を対象とする「特別入試」を実施する。

（授業科目の担当）
第７条　現代福祉学科の授業は、現代福祉学科の専任教員、兼担教員及び兼任教員が担当する。
（学 科 長）
第８条　現代福祉学科に学科長を置く。
２　学科長は現代福祉学科を代表し、現代福祉学科の管理・運営を統括する。

（学科会議）
第９条　現代福祉学科運営に関する事項については、現代福祉学科会議において審査する。
（卒業要件）
第10条　現代福祉学科を卒業するためには、２年以上在学し、本条２項に規定する単位数を修

得しなければならない。
２　現代福祉基盤教育科目（基礎科目）については８単位以上、現代福祉基盤教育科目（発
展応用科目）については３単位以上、介護福祉専門教育科目（人間と社会）について
は６単位以上、介護福祉専門教育科目（介護）については８単位以上、介護福祉専門
教育科目（こころとからだのしくみ）については８単位以上、卒業研究２単位、これ
ら35単位を含め、総計62単位とする。

（規程の改正）
第11条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、令和３年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和４年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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５　東北文教大学短期大学部学修成果の評価に関する方針（アセスメント・ポリシー）

　本学における教育研究活動が、建学の精神と結びついた教育目的・目標やディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの３つのポリシーに基づき適切に
行われているか、多面的、総合的に点検・評価し検証することで、必要な改善につなげ、教育
研究の継続的な質保証に努めていきます。
　点検・評価にあたっては、学修の到達度を、機関レベル（大学全体）、教育課程レベル（学科）、
授業科目レベル（授業科目担当者）の各レベルで、以下の観点に基づき検証します。

　機関レベル（大学全体）
　 学位授与状況、学修到達度シート等から、入学から卒業までの本学の教育プログラム
による学修成果の到達度を総合的に検証する。

　教育課程レベル（学科）
　 成績評価、単位修得状況、GPA、資格取得状況等から、教育課程全体を通した学修
成果の到達度を検証する。

　授業科目レベル（授業科目担当者）
　 各授業科目のシラバスに明記された成績評価基準に基づく厳格な成績評価、学生によ
る授業改善アンケート等から、当該科目の学修の達成状況を検証する。

具体的な検証方法

時　期

レベル

入学前・入学直後

〔 APを満たす学生が入学し
ているかの検証〕

在　　学　　中
（単位認定・各セメスター）
〔 CPに基づいて学修が進め
られているかの検証〕

卒　　業　　時
（卒業後）

〔 DPを満たす人材になった
かの検証〕

機関レベル
（大学全体）

・入学者選抜結果
・入学生アンケート

・GPA
・修得単位数
・休退学率
・学修到達度シート
・学修行動アンケート
・学習成果等アンケート

・学位授与状況
・就職率
・卒業時アンケート
・学修到達度シート
・卒業生アンケート

教育課程レベル
（学科）

・入学者選抜結果
・入学者選抜入試種別結果

・GPA分布
・成績分布
・単位修得状況
・学修到達度シート
・学修行動アンケート
・学習成果等アンケート
・外部テスト
・資格取得者
・進級率

・学位授与状況
・資格取得者数
・学修到達度シート
・卒業時アンケート
・就職率
・卒業生アンケート

授業科目レベル
（授業科目担当者）

・出席状況
・成績評価（単位取得率）
・成績分布
・授業改善アンケート



６　東北文教大学短期大学部成績評価の方針

〔基本方針〕
　成績評価の目的は学修成果の確認であり、各学科の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
に相応しい評価方法と、学則に定める成績評価の基準によって厳正に行われ、これにより教育
の質を保証するものである。

〔評価方法〕
　成績評価は、東北文教大学短期大学部学則第27条および東北文教大学短期大学部履修規程第
９条に則り、試験、論文または研究報告その他これらに準ずる方法によるものを評価すること
で行う。授業科目の担当教員は、授業の内容および形態を考慮したうえで、学修到達度を適切
に評価するために相応しい「達成目標・到達目標」および「単位認定の要件」ならびに「単位
の認定方法および割合」を定め、各学期のはじめにシラバスで学生に明示し、その内容に基づ
いて厳格な成績評価を執り行う。なお、出席状況は成績評価には含めない。

〔評価基準〕
　成績評価の基準は、東北文教大学短期大学部学則第30条に基づき「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」
の５段階評価で行い、100～90点を「Ｓ」、89～80点を「Ａ」、79～70点を「Ｂ」、69～60点を「Ｃ」、
59点以下を「Ｄ」（不合格）とし、単位認定のために学生が達成すべき質的水準を60点以上（「Ｃ」
以上）とする。その他の成績評価については、出席不足、放棄、履修不履行をいずれも無評価、
他大学などで取得した単位を「Ｎ」とする。

〔成績評価の透明性〕
　学生には、自身の成績評価に関して異議がある場合、「学生による成績確認申し立てに関する
取扱要項」に基づき、申し立てができる制度を備えることで、成績評価の透明性を確保する。

附 　 則
　この方針は、令和２年４月１日から施行する。
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７　東北文教大学短期大学部履修規程

（目　　的）
第１条　この規程は、東北文教大学短期大学部学則（以下、「学則」という。）第23条、第25条、

第26条及び第27条の規定に基づき、授業科目の履修等に関する事項を定めることを目
的とする。

（履修の方法）
第２条　履修する授業科目は、各学期の履修登録期間内に、履修登録手続きをしなければなら

ない。
２　履修科目確定後の変更は原則として認めない。　

（履修科目の取消し）
第３条　履修科目のうち、事情によって履修取消しをする場合は、定められた期間内に所定の

願出用紙に、その科目の担当教員、教務委員の認証を経た後、学務課に提出しなけれ
ばならない。但し、いったん履修を取消した科目は、当該学期内の再履修を認めない。

（標準修得単位数）
第４条　１年間の標準修得単位数は、31単位とする。
（履修登録単位数の上限）
第５条　学則第26条により、１年間に履修科目として登録できる単位数の上限は次のようにす

る。

学 科 名 子ども学科 現代福祉学科

単 位 数 54 54

２　優れた成績をもって修得した者については、第１項に定める単位数の上限を超えて、
履修科目の登録を認めることがある。

３　第２項における「優れた成績をもって修得した者」とは、直近の学期（休学学期を除
く）における成績が各学科で別に定める値を満たす者とする。ただし、直近の学期（休
学学期を除く）における履修登録単位数は15単位以上でなければならない。

４　第２項に定める上限を超えて履修科目の登録を認める場合は、次の各号のいずれかに
該当するものであること。
⑴　前期の成績が第３項に該当する場合は、当該年度の後期には、第１項に定める単
位数の上限を超えて履修科目の登録することができる。
⑵　後期の成績が第３項に該当する場合は、次の年度で第１項に定める単位数の上限
を超えて履修科目の登録することができる。ただし、次の年度における前期の成績
が第３項に該当しない場合は、第１項に定める単位数の上限を超えて登録すること
はできない。
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（実習科目の履修要件）
第６条　実習科目の履修要件については、各学科で別に定める。
（履修放棄）
第７条　履修が確定した科目の履修を放棄する場合は、欠席回数が５回以内の段階で、授業担

当教員、教務委員の認証を経た後、所定の用紙を学務課に提出しなければならない。
　　　　なお、履修放棄の届け出ができるのは、成績通知日の前までとする。
（履修不履行）
第８条　事故、病気、怪我などの予測不能な事態によって単位取得が困難になった場合、学科

会議での協議により履修不履行を認めることがある。なお、履修不履行の認定を求め
る場合は、学生自身がその旨を学科に対して申請しなければならない。

（単位認定）
第９条　履修科目の単位は、原則として、次の各号を充足した者について認定される。
１　授業時数３分の２以上出席した者
　　但し、現代福祉学科の介護実習については５分の４以上出席した者
２　単位認定試験（筆記試験、実技試験、レポート、論文､ 作品などを含む。以下同じ。）
において合格点に達した者

３　学費等必要経費を完納した者
（成績の評価）
第10条　成績評価は次のようにする。

合　　　　　　　　格 不　合　格

Ｓ 100点～90点 Ａ 89点～80点 Ｂ 79点～70点 Ｃ 69点～60点 Ｄ 59点以下

（総合成績評価と学修到達度評価）
第11条　前条の成績の評価に対して次のとおりGrade Point（以下「GP」という。）
　　　　（GP＝（得点－55）÷10）を設定し、履修科目のGPの平均　Grade Point Average（以

下「GPA」という。）を算出し、総合成績評価を行う。
評　価 得　点 合　否 GP 備　　　　　　考
Ｓ 100点～90点

合格

4.5～3.5
Ａ 89点～80点 3.4～2.5
Ｂ 79点～70点 2.4～1.5
Ｃ 69点～60点 1.4～0.5
Ｄ 59点以下 不合格 ０

出 席 不 足 － － ０
放 棄 － － －
履修不履行 － － －

Ｎ － 合格 － 他大学などで取得した単位
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２　GPAを算出する基準は、次のとおりとする。
　　GPA＝（科目のGP×科目の単位数）の合計÷（履修取消し科目・履修放棄科目・履
修不履行科目・他大学で取得した単位及び履修放棄科目を除いた総登録科目の単位数）

３　成績証明書には、GPAは明記しない。
４　履修科目のGPを利用した学修到達度シートを作成し、学修到達度評価を行う。
５　学修到達度シートはセメスター毎に作成し、学生に配付する。

（単位認定試験）
第12条　単位認定試験は各学期末に行うこととし、原則として７月と１・２月に行う。
第13条　単位認定試験の受験資格は、授業時数の３分の２以上出席した者とする。但し、人間

福祉学科の介護実習にあっては、５分の４以上出席した者とする。
（追 試 験）
第14条　次号の一に該当する者で単位認定試験を受験できなかった者は、第11条の手続きを経

ることによって追試験が認められる。
１．病気及び負傷（医師の診断書添付）
２．公共交通機関の事故（相当の証明書が必要）
３．忌引（保証人の証明書添付）
４．就職試験（受験証明書）　会社訪問・会社説明会は除く
５．その他、学科教務委員が正当の理由と認めた場合

第15条　追試験を受けようとする者は、指定の期間内に指定用紙に事項を記入後、学務課に提
出しなければならない。なお、追試験による成績評価は、最高100点とする。

（再 試 験）
第16条　定期試験及び追試験の不合格者は、再試験を受験することができる。ただし、再試験

は当該科目においては１回限りとする。再試験を受けようとする者は、指定の期間内
に指定用紙に必要事項を記入後、再試験手数料金相当の証紙を貼付して学務課に提出
しなければならない。なお、再試験による成績評価は、最高60点とする。

（不正行為）
第17条　単位認定試験等において、不正行為が認められた場合は当該科目については、再履修

とする。また、当該学期のその他の科目については、再試験扱いとする。
（成績評価の疑義申し立て）
第18条　成績の評価に対する疑義申し立てについては、「学生による成績確認申し立てに関する

取扱事項」による。
（進級要件）
第19条　進級するためには、８単位以上修得しなければならない。
（退学勧告）
第20条　休学学期を除き、斟酌する事情がなく次の各号のいずれかに該当した者には、学部長

が退学を勧告する。
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⑴　２年連続で進級できなかった者
⑵　進級後の修得単位数が８単位未満かつ総合ＧＰＡが0.5未満の者

（規程の改正）
第21条　本規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、平成31年４月１日より施行する。
　この改正規程は、令和２年４月１日より施行する。
　 この改正規程は、令和３年４月１日より施行する。なお、この規程は令和３年度の入学者か
ら適用し、現に在学する学生には、従前の規程を適用する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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８　東北文教大学短期大学部GPA運用要項

子ども学科

１．履修科目の登録制限
　　 １年間に履修登録できる単位の上限を原則として54単位とする。ただし、直近の学期（休
学学期を除く）におけるGPAが3.0以上であった場合には、この限りではない。

２．学修指導
　　１）ある学期のGPAが2.0未満となった学生に対しては、担任による学修指導を行う。
　　２ ）ある学期のGPAが1.5未満となった学生に対しては、本人および保護者と担任、教務

委員等による成績改善のための面談を行う場合がある。
３．実習の履修条件
　　 ある学期のGPAが1.5未満となった学生に対しては、次の学期の実習を原則として認めな
い。

　　 ただし、本人と担任および教務委員による面談（学修状況や意欲の確認）の上、学科会議
の議決を得て実習を認める場合がある。

現代福祉学科

１．履修科目の登録制限
　　 １年間に履修登録できる単位の上限を原則として54単位とする。ただし、直近の学期（休
学学期を除く）におけるGPAが3.0以上であった場合には、この限りではない。

２．学修指導
　　１）ある学期のGPAが2.0未満となった学生に対しては、担任から学修指導を行う。
　　２ ）連続して２つの学期のGPAが1.5未満となった学生に対して、本人と担任（必要に応

じて教務委員等）が成績改善のための面談を行う。また、必要に応じて保護者との面談
を行う。

３．実習の履修条件
　　 ある学期のGPAが1.2未満となった学生において、原則、次の学期の実習を認めない。た
だし、本人と面談（その後学修状況・意欲の確認）の上、学科会議の議決を得て実習を認
める場合がある。

附 則
　この要項は、平成29年度入学者より適用する。
　この要項は、平成31年度入学者より適用する。
　この要項は、令和２年度入学者より適用する。
　この要項は、令和３年度入学者より適用し、現に在学する学生には、従前の要項を適用する。
　この要項は、令和５年度入学者より適用し、現に在学する学生には、従前の要項を適用する。
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９　学生による成績確認申し立てに関する取扱要項

（申し立て）
第１条　学生は、成績評価に関し、次の各号に該当すると判断した場合は、成績通知日から起

算して、原則として７日以内に「成績異議申立書」（別紙様式１）により、学務部長
に申し立てができるものとする。ただし、成績の救済措置、及び成績評価の根拠の開
示に関する申し立ては認めない。
⑴　成績の誤記入等、明らかに授業科目担当教員の誤りであると思われるもの。
⑵　シラバスにより周知されている学修到達目標や成績評価の基準に照らして、明ら
かに成績評価に疑義があると思われるもの。

（成績の訂正）
第２条　上記の申し立ての他、合理的な理由により成績評価の訂正の必要性が生じた場合、教

務委員会に報告した上で訂正する。
（申し立てに対する説明）
第３条　訂正を行わない場合も含め、授業担当教員は、教務委員立会いの下、申し立てを行っ

た学生に対して、できる限り速やかに結果を報告する。

附 則
　この要項は、平成28年４月１日から施行する。
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10　学生による履修授業不服申し立てに関する取扱要項

第１条　学生（以下申立人）は、自分の履修する授業に関し、教員の職務上の瑕疵により必要
最低限の条件が欠落していると判断した場合には、学務課長宛に不服を申し立てるこ
とができるものとする。

第２条　不服の申し立ての手続きは、「履修授業不服申立書」（別紙様式２）に必要事項を記入し、
学務課に設置された投書箱に投函することとする。投書箱は、学務課長に限って、開
くこととする。

　　　　　但し、「履修授業不服申立書」には、不服の申し立て内容が授業担当教員（以下被申
立人）の名誉や人権に触れる可能性のあることから不服内容が事実に基づいたもので
あることを担保するために、申立人は所属学科、学籍番号、氏名、連絡先を明記しな
ければならない。

　　　　　一方、申立人の情報は、被申立人が知ることによって申立人の成績その他が不利に
ならないよう慎重に扱い、学務課長と被申立人に該当しない教務委員や大学の長に限
定し、秘密保持に努めねばならない。

第３条　不服申し立てがあった場合には、学務課長は教務委員の中から適当な教員に依頼し、
共に被申立人から事実確認を行わねばならない。また、その結果を学長に報告し裁定
を仰がねばならない。

第４条　学長は被申立人に申し立てに該当する事項が確認されると判断した場合には、被申立
人に改善勧告その他の処置を行う。但し、学長は被申立人に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。

第５条　学長の裁定結果は、学務課長から申立人、被申立人、教務委員会に報告される。

附 則
 この要項は平成28年4月1日より施行する。
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11　東北文教大学・東北文教大学短期大学部学生表彰規程
　
（趣　　旨）
第１条　この規程は、東北文教大学学則第45条及び東北文教大学短期大学部学則第49条の規定

に基づき、東北文教大学及び東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）の学
生の表彰について必要な事項を定める。

（表彰の基準）
第２条　卒業時表彰については、次の各号のいずれかに該当し、他の学生の模範となる者につ

いて行うものとする。
⑴　優秀な学業成績を修めた者
⑵　課外活動において、別に定める年間優秀団体・個人表彰規程に基づいて表彰を受
けた者の中から、特に優秀な成績を修めた者
⑶　ボランティア活動や地域貢献活動等において功績があった者
⑷　学生自治会活動の中心的役割を担った者
⑸　各種団体の基準に従い、表彰を受けた者
⑹　その他、学長が特に表彰に値すると認めた者

２　その他、当該年度において活躍した個人又は団体の表彰については別に定める。
（表彰対象者の推薦）
第３条　学科長、教務委員長、学生厚生委員長は、前条の規定の第１号から第６号までに該当

すると認められる学生を表彰候補者選考委員会に推薦することができる。
２　表彰候補者選考委員会は、前項で推薦された学生について審議し、表彰候補者を表彰
委員会に推薦する。

（表彰対象者の決定）
第４条　表彰委員会は、表彰候補者について審議し、表彰候補者を決定する。
２　表彰対象者は、教授会の審議を経て学長が決定する。

（表彰の方法）
第５条　表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

（表彰の時期）
第６条　卒業時表彰は、学位記授与式・修了証書授与式において行う。
２　当該年度において活躍した個人又は団体の表彰は、当該年度末の教授会において行う。

（規程の改正）
第７条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、令和４年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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12　東北文教大学・東北文教大学短期大学部年間優秀団体・個人表彰規程

第１条　本規程は、東北文教大学・東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）の年間
優秀団体・個人表彰規程とする。

第２条　この表彰は、他の学生の模範となり、当該年度において自治会活動などで活躍し、本
学発展に寄与した団体および個人に対して、特別に表彰を行うことを目的とする。

第３条　受賞候補団体・個人は、本学教職員が学生厚生委員会に推薦するものとする。
第４条　受賞団体・個人は、学生厚生委員会、表彰委員会、教授会の審議を経て学長がこれを

決定する。
第５条　この表彰は、卒業時又は修了時の表彰とは別に定め、学年は問わない。
第６条　詳則については別に定める。
第７条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

詳 　 　 　 則
　　１．表彰団体・個人には【賞状・記念品】を授与する。
　　２．上記の経費は保護者会・教育後援会より支出する。
　　＜表彰基準＞
　　１．各種全国大会・コンクールにおいて、顕著な功績のあった団体・個人。
　　２．ボランティア活動等で社会において範となる活動、行為があった団体・個人。
　　３．その他上記に相当すると認められる団体・個人。

附 則
　この規程は、平成16年２月１日より施行する。
　この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。
　この改正規定は、令和６年２月15日から施行する。
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13　東北文教大学短期大学部と東北文教大学の単位互換に関する内規

　東北文教大学短期大学部と東北文教大学の単位互換に関する協定書による単位互換を円滑に
実施するため、東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）における内規を次のとおり
定める。

Ⅰ　受入に関して
　１　人　　数

　　 　１科目につき、原則５名までとする。ただし、実際に履修可能な受け入れ人数について
は、教務委員会で調整のうえ決定する。

　２　方　　針

　　１）各学科が毎年度指定する科目を、単位互換科目として提供する。
　　２ ）履修希望学生の履修願の提出期限は、前期にあっては３月20日、後期にあっては８月

末日までとする。
　　３）履修願を受けてから原則10日以内に東北文教大学へ受入可否の決定通知を行う。
　　４）提供科目であっても開講しない場合がある。

Ⅱ　単位の認定に関して
　３　履修可能単位数、成績の扱い等

　　１ ）本学学則第30条に定めるところにより、本学から派遣する単位互換履修生が取得でき
る単位数は、当該学生の在学期間を通じて30単位以内とする。

　　２ ）東北文教大学において修得した単位は、本学の各学科の卒業単位として認める。ただ
し、子ども学科は12単位、現代福祉学科は16単位以内とする。

　　３）東北文教大学において単位取得した科目はGPAの対象にしない。
　　４）成績は、「Ｎ」として成績表に記載する。

Ⅲ　改正に関して
　４　本内規の改正は、教務委員会で協議の上、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　本内規は平成22年８月１日から実施する。
　本内規は平成27年４月１日から実施する。
　 本内規は令和３年４月１日から実施する。ただし、総合文化学科に在学する学生には、従前
の内規を適用する。
　本内規は、令和５年４月１日より施行する。
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14　東北文教大学・東北文教大学短期大学部外国人留学生規程

（趣　　旨）
第１条　東北文教大学学則第52条第２項及び、東北文教大学短期大学部学則第48条第２項の規

定に基づき必要な事項を定める。
（入学資格）
第２条　外国人留学生の入学資格については、東北文教大学学則第14条及び、東北文教大学短

期大学部学則第10条の規定を準用する。
（入学の出願）
第３条　入学を志願する者は、東北文教大学・東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）

所定の書類に入学検定料を添えて、本学が指定する期日までに、学長に提出しなけれ
ばならない。

（入学者の選考）
第４条　前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
（入学手続き及び入学許可）
第５条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、本学の指定する期日までに保証

人連署による誓約書を添えて、所定の入学手続きをとらなければならない。
２　前項の入学手続きを完了した者に、教授会の審議を経て、学長が入学を許可する。

（入学の時期）
第６条　外国人留学生の入学の時期は、原則として学年の始めとする。
（入学検定料、入学金及び学納金等）
第７条　入学検定料、入学金及び学納金等については、東北文教大学学則及び東北文教大学短

期大学部学則の定めるところによる。
（規程等の準用）
第８条　外国人留学生については、この規程に定めるもののほか、本学の学則及び諸規程のう

ち学生に関する規定を準用する。
（規程の改正）
第９条　本規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　本規程は、平成29年４月１日より施行する。
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15　東北文教大学及び東北文教大学短期大学部の卒業延期制度に関する規程

（目　　的）
第１条　この規程は、東北文教大学学則第36条第２項並びに東北文教大学短期大学部学則第35

条第２項に基づき、卒業の要件を満たす学生が引き続き在学することを希望する場合
に、卒業を延期し、引き続き在学することを認める制度（以下、｢卒業延期制度｣ とい
う。）について定めることを目的とする。

（対 象 者）
第２条　卒業延期制度は、次の各号に定める要件をすべて満たす学生を対象とする。

⑴　東北文教大学学則又は東北文教大学短期大学部学則（以下、「学則」という。）に
規定する卒業の要件を満たすこと。
⑵　引き続き在学することにより、在学期間が、学則に規定する在学年限を超えない
こと。
⑶　本学の交換留学制度に基づく留学を希望する者。
⑷　授業料等の納付金を滞納していないこと。

（在学の延長）
第３条　前条の要件を満たす学生が卒業延期制度の適用を希望するときは、卒業時期を延期し、

在学の延長を許可することができる。
２　前項の在学を延長することのできる期間は、半年又は１年とする。
３　半年の在学の延長を許可された者が、引き続き卒業延期制度の適用を希望するときは、
１回に限りさらに半年の在学の延長を許可することができる。

４　１年の在学の延長を許可された学生は、再度卒業延期をすることができない。
（手　　続）
第４条　卒業延期制度の適用を希望する学生は、所定の卒業延期願を、本来卒業すべき年度の

所定の期日までに学長に提出しなければならない。
２　学長は、所属学科の審査及び教授会の審議を経て卒業延期制度の適用の可否を決定する。
３　卒業時期を延期し、在学の延長を許可された学生（以下、「卒業延期者」という。）に
対しては、卒業延期許可書を交付する。

４　卒業延期者が、事情変更により本来卒業すべき年度の卒業を希望するときは、所定の
期日までに卒業延期許可取消願を提出した場合に限り、卒業を認めるものとする。

５　卒業延期者が、延長期間に係る納付金を所定の期限までに納付しなかった場合は、卒
業延期の許可を取り消し、本来卒業すべき年度の卒業とする。

６　前項までの手続は、９月末卒業者についても準用する。
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（授業科目の履修）
第５条　卒業延期者は、原則として東北文教大学及び東北文教大学短期大学部の授業科目を履

修することができない。但し、卒業延期期間における留学先（本学が定める留学）で
履修した授業科目については、教授会の審議を経て学長が認めた場合に限り、本学の
授業科目に読み替えることができる。

（卒業時期）
第６条　卒業延期者の卒業の時期は、半年の在学延長者は前期の終了日、１年の在学延長者は

当該年度の卒業生の卒業の日とする。ただし、９月末に卒業する予定の者が卒業延期
する場合の卒業の時期は、半年の在学延長者は当該年度の卒業生の卒業の日、1 年の
在学延長者は前期の終了日とする。

２　前項にかかわらず、１年の在学延長者が半年での卒業を希望するときは、所定の手続
によりこれを認めることができる。

（休学の取扱い）　
第７条　卒業延期期間中は、休学を認めない。
（納 付 金）
第８条　卒業延期者に係る在籍料は、学則別表のとおりとし、指定された期限までに納付しな

ければならない。
２　既納の在籍料は、返付しない。ただし、第４条第４項により、卒業延期許可取消願を
提出し卒業が認められた場合は既納の全額を、第６条第２項により、半年での卒業が
認められた場合は既納の半年間分を返付する。

（規程の改正）
第９条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。
　

附 則
　この規程は、平成29年２月20日から施行する。
　この改正規程は、令和２年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和５年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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16　東北文教大学短期大学部科目等履修生に関する規程

（目　　的）
第１条　東北文教大学短期大学部科目等履修生に関する規程（以下「科目等履修生規程」とい

う。）は、東北文教大学短期大学部学則（以下「学則」という。）第10章第46条第２項
の規定により定めるものである。

（基礎資格）
第２条　科目等履修生の受け入れに関する基礎資格は、次の各号に該当するものとする。

⑴　高等学校（中等教育学校の後期課程と含む）を卒業した者
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこ
れに相当する学校教育を修了した者を含む。）
⑶　外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で
文部科学大臣が指定した者
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として指定した在外教
育施設の当該課程を修了した者
⑸　文部科学大臣が指定した者
⑹　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
（旧規程による大学入学試験検定合格した者を含む。）
⑺　本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を創業した者と同等以上の
学力があると認められた者で18歳以上に達した者

２　外国籍の場合は、前項の他、出願時及び本学の履修期間中、日本に在留する査証を保
持でき、かつ科目履修に十分な日本語能力を有している者（外国人科目等履修生が上
記の在留資格を失った場合、その時点において科目等履修生の許可を取り消すことが
ある。）

（人　　員）
第３条　各学科の受け入れ人数については、下記のとおりとする。
　　　　　　　子ども学科　　若干名
　　　　　　　現代福祉学科　　若干名
（手　　続）
第４条　科目等履修生を希望する者は、検定料を添えて次の手続をとらなければならない。

⑴　科目等履修生願書
⑵　最終卒業学校の卒業証明書・成績証明書（本学卒業生以外の者）
⑶　履歴書（本学卒業生以外の者）
⑷　健康診断書（本学卒業生以外の者）
⑸　所属長の承諾書（現在就職している者のみ）
⑹　検定料　　　10,000円
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（出願期日）
第５条　出願期間は、授業科目等毎年、３月１日～３月20日、８月10日～８月31日の間に必要

書類を提出すること。
（選考方法）
第６条　選考方法は書類選考等による。
（履修の許可）
第７条　本学の教育に支障がない限り、当該学科において選考を行い、教授会の審議を経て学

長が許可する。
（入学手続）
第８条　受け入れを許可された者は、指示された期日までに、次の手続をとらなければならない。

⑴　入 学 金　　10,000円
⑵　履 修 料　　１単位につき　15,000円

２　入学金については、東北文教大学短期大学部及び東北文教大学の卒業生並びに留学生
別科の修了生が科目等履修生となる場合は免除する。

（単位の授与）
第９条　授業科目を履修し、その試験等に合格した者には、所定の単位を与えることができる。

なお、試験等に関する事項は、東北文教大学短期大学部履修規程を準用する。
（規程の改正）
第10条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　本規程は、昭和54年10月１日から施行する。
　本改正規程は、昭和62年10月１日から施行する。
　本改正規程は、平成５年10月１日から施行する。
　本改正規程は、平成10年４月１日から施行する。
　本改正規程は、平成11年４月１日から施行する。
　本改正規程は、平成13年４月１日から施行する。
　本改正規程は、平成16年10月１日から施行する。
　本改正規程は、平成17年４月１日から施行する。
　本改正規程は、平成18年４月１日から施行する。
　本改正規程は、平成22年４月１日から施行する。
　本改正規程は、平成23年２月17日から施行する。
　本改正規程は、平成29年４月１日から施行する。
　本改正規程は、令和３年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日より施行する。
　この改正規程は、令和６年４月１日より施行する。
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17　東北文教大学・東北文教大学短期大学部特別聴講生規程

（趣　　旨）
第１条　この規程は、東北文教大学学則第50条第２項及び、東北文教大学短期大学部学則第47

条第２項の規定に基づき必要な事項を定める。
（受入時期）
第２条　特別聴講生の受入時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
（出願資格）
第３条　特別聴講生として志願することのできる者は、他の大学等及び、外国の大学又はこれ

に相当する教育機関との協定（以下、「大学間協定等」という。）をした当該大学等の
学生とする。

（出願手続）
第４条　特別聴講生の出願手続は、大学間協定等に基づき行う。
（受入許可）
第５条　特別聴講生の受入許可は、教授会の審議を経て学長が行う。
（履修期間）
第６条　特別聴講生の履修期間は、大学間協定等に基づく期間とする。
（検定料、入学金及び授業料）
第７条　特別聴講生に係る検定料、入学金及び授業料は、徴収しない。
（単位の認定）
第８条　授業科目を履修し単位認定試験に合格した場合には、所定の単位を認定する。
２　前項の規定により単位を認定したときは、成績証明書を交付する。

（身分の取消し）
第９条　学長は、特別聴講生として不適当と認められたときは、教授会の審議を経て、許可を

取消すことができる。
（規程の改正）
第10条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、平成29年４月１日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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18　東北文教大学・東北文教大学短期大学部障害学生修学支援規程
　
　（目　　的）
第１条　この規程は、障害者基本法その他の法令の定めに基づき、東北文教大学・東北文教大

学短期大学部における障害のある学生が、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充
分な教育が受けられるようにするために、修学等支援に係る基本となる事項を定める
ことを目的とする。

（定　　義）
第２条　障害のある学生とは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、精神障害（発達

障害を含む）等の障害があり、障害者手帳を有する者又はこれに準ずる障害があるこ
とを示す診断書等を有する者、あるいは、長期にわたり授業又は学生生活に相当な制
限を受けるため、本人が支援を受けることを希望し、かつその必要性を認めた者をい
う。

（学長の責務）
第３条　学長は、障害のある学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとともに、障

害のある学生の修学等支援方策を推進する責務を有する。
（学部長・学科長の責務）
第４条　学部長・学科長は、学長の命を受け、所属学科の障害のある学生が修学における不利

益を受けないよう、具体的支援方策等を講ずる責務を有する。
（教職員の責務）
第５条　教職員は、本学の障害のある学生が修学における不利益を受けないよう配慮するとと

もに、障害のある学生の修学等支援方策の実施に対し積極的に協力するよう努めなけ
ればならない。

（支援実施体制）
第６条　障害のある学生のための修学等支援方策に係る実施計画は、障害学生支援委員会と障

害のある学生が志望又は所属する学科（以下「所属学科」という。）が連携して審議
し策定する。

２　支援の実施にあたっては、所属学科が主たる責任を持つものとする。
３　前２項の支援を円滑かつ適切に行うため、障害学生支援委員会は関係部局間の調整を
行うものとする。

（規程類の整備及び予算上の措置）
第７条　学長及び学部長・学科長は、この規則の目的を達成し支援を遂行するため、必要な規

程類の整備及び予算措置を講じるよう努めなければならない。
（事　　務）
第８条　支援に関する事務は、学務課で行う。
（規程の改正）
第９条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、平成28年４月１日から施行する。
　この改正規定は、令和６年２月15日から施行する。
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19　東北文教大学・東北文教大学短期大学部個人情報保護規程

第１章　総　　　　　則
（目　　的）
第１条　東北文教大学・東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）は基本的人権およ

びプライバシー保護を尊重するために、本学が保有する個人情報（個人情報データベー
スを含む。（以下、「個人情報」という。））の取扱いに関する基本事項を定める。

（用語の定義） 
第２条　この規程において、「学生」とは名称のいかんにかかわらず、次の各号によるものとす

る。
⑴　本学において教育を受けている者で在学生、科目等履修生、受講生等
⑵　本学において教育を受けようとして現在出願している者、および過去に出願した
者
⑶　本学において教育を受けた者（卒業生および中途退学者）

２　この規程において、「教職員」等とは名称のいかんにかかわらず、次の各号によるもの
とする。
⑴　本学に勤務している者、勤務した者
⑵　本学に勤務する予定の者
⑶　本学に奉職しようとして書類を提出した者、および提出したことのある者

３　この規程において、個人情報とは次の各号によるものとする。
⑴　特定の個人の識別が可能な情報で、文書、図面、写真、フィルム、映像、デジタ
ル記録等の各種媒体に記録されたもの
⑵　直接個人を特定できない記号や数字やマーク等であっても、学内で対応づけられ
た個人情報がある場合のもの
⑶　教職員が教育研究および業務を遂行するうえで、収集、生成した学生個人にかか
わる内容のもの

４　この規程において、個人情報データベースとは、個人情報が含まれる情報の集まりで、
記録媒体を問わず整理されて検索できる利用可能な状態のデータベースをいう。

（責　　務）
第３条　学長はこの規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し次の各号に対する必要

な措置を講じなければならない。
⑴　利用目的の特定・公表
⑵　適正管理、利用、第三者への提供
⑶　本人の権利と関与
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⑷　本人の権利への対応
⑸　苦情の処理

２　教職員または教職員であった者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、
または不当な目的に使用してはならない。

３　学生、教職員は個人情報保護の重要性を認識し、本規程によって学生個人の権利利益
を侵害しないように努めなければならない。

第２章　個人情報の収集および利用目的の特定・公表等
（個人情報収集の制限） 
第４条　教職員が業務上学生の個人情報を収集するときは、利用目的を明確に特定・公表し、

その個人情報の収集は、目的達成に必要な最小限度の範囲で収集するものとする。
２　個人の思想、信教、資産、心身の状況等に関する情報は、収集してはならない。ただ
し、学生及び教職員の利益となる場合、または教育上あるいは本学の運営上必要と認
められる場合は、この限りでない。

３　あらかじめ個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的でそ
の旨特定しなければならない。

４　教職員が業務上個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号の
いずれかに該当する場合を除き、直接本人から収集するものとする。
⑴　本人の同意がある場合
⑵　個人の生命、身体、健康、財産の保全上、緊急を要する場合
⑶　教育・指導上、必要性がある場合
⑷　法の定めるところにより、行政機関から依頼があった場合
⑸　指導または相談援助に関わって、本人から収集したのでは目的を達成することが 
できないか、業務に支障があると認められる場合
⑹　学長が正当な理由があると認めた場合

（個人情報の管理） 
第５条　学長は、個人情報の保護のため次の各号に掲げる事項について、適正で安全な措置を

講じなければならない。
⑴　紛失、滅失、毀損、破壊その他の事故の防止
⑵　改ざんおよび漏洩の防止
⑶　個人情報の正確性および最新性の保持
⑷　不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去

２　学長は前項の事務をはじめ本規程に基づく業務を適切に執行するため、業務ごとに個
人情報保護管理責任者を選任するとともに、次の組織的・人的・物理的・技術的その
他の広範囲な安全対策措置を講ずるものとする。

　　　　①　組織的安全管理措置
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　　　　②　人的安全管理措置
　　　　③　物理的安全管理措置
　　　　④　技術的安全管理措置
　　　　⑤　その他重要事項
３　個人情報保護管理責任者は、業務に関係する教職員に対する情報セキュリティ対策と
して、個人情報に対するアクセス制限、アクセス管理および監視を行う。

４　個人情報保護管理責任者は、業務マニュアルを定め、持ち出し制限や移動時の取り決
め、暗号化等のプロセスを決め、すべて申請・承認によって処理することを決めて守
らせる。

５　個人情報保護管理責任者は、業務に関係する教職員に個人情報を取り扱わせる場合 
は、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該教職員に対する必要かつ適切な監
督を行わなければならない。

６　個人情報保護管理責任者は、業務に関係する個人情報の取扱いの全部または一部を委
託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を
受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

７　個人情報保護管理責任者は、第 6 条に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同
意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。

（個人情報の利用制限）
第６条　教職員は、業務上収集した個人情報をその目的以外のために利用または提供してはな

らない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合はその限りでない。
⑴　本人の同意がある場合
⑵　個人の生命、身体、健康、財産の保全上、緊急を要する場合
⑶　教育・指導上、必要性がある場合
⑷　法の定めがある場合
⑸　学長または個人情報保護管理責任者が必要と認めた場合

２　前号からの各号に該当して個人情報を利用または提供する場合、または緊急に対応し
た場合は、業務責任者はすみやかに個人情報保護管理責任者に届け出なければならな
い。

（個人情報に関する業務の学外委託） 
第７条　個人情報に関する業務を学外に委託するときは、業務責任者は個人情報保護管理責任

者と協議をした上で、委託業者との間で個人情報の保護に関する必要な措置をとらな
ければならない。

（収集の届出）
第８条　教職員は、新たに個人情報を収集するときは、あらかじめ次の事項について個人情報

保護管理責任者に届け出なければならない。
⑴　個人情報の名称
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⑵　個人情報の利用目的
⑶　個人情報の収集の対象者
⑷　個人情報の収集方法
⑸　個人情報の記録項目
⑹　個人情報の記録の形態

２　前項により届け出た事項を変更または廃止するときは、業務責任者は、あらかじめこ
れを個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。

第３章　個人情報の開示、訂正等
（個人情報の開示）
第９条　学生は本学が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
２　開示の請求があったときは、個人情報保護管理責任者は遅滞なくこれを開示しなけれ
ばならない。但し、その個人情報が、個人の選考、評価、判定、学生健康記録その他
に関する情報の全部または一部を開示しないことができる。

３　個人情報の全部または一部を開示しないときは、その理由を本人に通知しなければな
らない。

４　第１項に規定する請求は、学長に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる
事項を記載した文書を提出することにより行う。
⑴　所属および氏名 
⑵　個人情報の名称および記録項目 
⑶　請求の理由 
⑷　その他学長が必要と認めた事項 

（個人情報の訂正または削除） 
第10条　学生は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第４項に定

める手続に準じて、学長に対し、その訂正または削除を請求することができる。
２　学長は前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を
講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正または削除に応じないと
きは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。 

第４章　不服の申立て
（不服の申立て）
第11条　自己の個人情報に関し、第10条第２項に規定する請求に基づいてなされた措置に不服

がある学生は、本人であることを明らかにして、学長に対し、申立てを行うことがで
きる。

２　学長は、前項の不服申立てを受けたときは、すみやかに調査および審査し必要な措置
を講じ、その結果を文書により本人に通知しなければならない。
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３　不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書を学長に対し提出することにより行
う。
⑴　不服の申立てを行う者の所属および氏名
⑵　不服申立て事項
⑶　不服申立て理由
⑷　その他学長が必要と認めた事項 

第５章　そ　　の　　他
（所　　管）
第12条　本規程の所管は総務部とする。
（規程の改正）
第13条　本規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は平成17年10月１日から施行する。
　この改正規程は平成22年４月１日から施行する。
　この改正規程は平成27年４月１日から施行する。
　この改正規程は令和６年２月15日から施行する。
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20　東北文教大学・東北文教大学短期大学部個人情報保護に関する基本方針

　本学の建学の精神である「敬・愛・信」に則り、基本的人権およびプライバシー保護を尊重
するために、個人情報保護に関する基本方針を次のように定めました。

１　個人情報保護法および関係諸法令に定められた内容の遵守
　 　本学は個人情報の保護に関する法律に基づいて、個人情報を適正に取り扱うようにします。
この目的のため「東北文教大学・東北文教大学短期大学部個人情報保護規程」を制定しました。

２　東北文教大学・東北文教大学短期大学部個人情報保護規定による個人情報の保護
　 　「東北文教大学・東北文教大学短期大学部個人情報保護規程」に基づいて、以下の取り組
みを行います。

　１）個人情報の取得
　　　個人情報は利用目的を明確にして適正な方法で取得します。
　２）個人情報の利用
　　 　法令等で定める場合を除き、あらかじめ了承を得ている収集時の利用目的以外は、本人
の同意を得ることなく利用または提供することはありません。

　３）個人情報の安全措置
　　　個人情報の漏洩、改ざん、毀損および不正アクセス防止のために必要な措置を講じます。
　４）個人情報の開示・訂正等
　　 　本人および保護者・保証人等から個人情報の開示、訂正等を求められた場合は、必要に
応じ適正な方法で対応します。

　５）個人情報の委託
　　 　個人情報の取り扱いを含む業務を外部に委託する場合は、情報の漏洩等が生じないよう
に、本学と同様の安全管理の手段を講じます。

３　個人情報保護に対する教職員の遵守義務
　 　個人情報の保護の重要性を認識し、本学教職員が「東北文教大学・東北文教大学短期大学
部個人情報保護規程」に基づいて個人情報の保護を遵守するとともに、継続的に研修等を実
施し適正な取り扱いを徹底するように努めます。
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21　東北文教大学・東北文教大学短期大学部ソーシャルメディアガイドライン

平成27年１月22日策定
　ソーシャルメディアの利用にあたっては、正しい情報を発信する姿勢を貫き、モラルある活
動を心がける必要があるため、東北文教大学・東北文教大学短期大学部（以下、東北文教大学
という。）の教職員・学生が、ソーシャルメディアを利用する際の行動指針として、以下のと
おり定めます。

１．法 令 遵 守
　 　日本国内の法令を遵守してください。留学や旅行など国外においても、諸外国の法令や国
際法を遵守してください。特に基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権、商標権等に
関して、十分留意してください。次のような情報は発信してはいけません。
　　１．誹誘中傷するような内容
　　２．他人のプライバシーに関する内容
　　３．公序良俗に反する内容
　　４．人種、民族、言語、宗教、身体、性、思想、信条等に関する差別的な内容
　 　個人の責任において行うコミュニケーション活動であっても、重大な法令違反などがある
場合は、東北文教大学として適切に対応します。

２．人権の尊重
　 　一人ひとりの個性や多様性を尊重し、異なる意見や考え方、生き方をお互いに認め合うこ
とをすべてのコミュニケーション活動の基本としてください。他者に敬意を払うことを忘れ
ず、たとえ意見の相違や異論があった場合でも、冷静な対応を心がけてください。
　 　また、使用する環境や本人の意向により、すべての人がソーシャルメディアを利用できる
わけではないことを理解し、コミュニティーを開設する際などには配慮することも必要です。

３．正確な情報の発信
　 　正確な情報を伝えるようにしてください。発言内容に対する責任は、発言者が持ちます。
意図的か否かに関わらず、虚偽や不明確な情報を発信することは、あなた自身のみならず東
北文教大学の名誉と信頼を損なうことになることを認識してください。
　 　情報を発信する前に内容の真偽を確認するとともに、万が一、誤った情報を発信した場合
には速やかに謝罪し、事実関係を精査した上で訂正した情報を公開してください。

４．守秘義務・機密情報の取り扱い
　 　職務上、または在籍上知り得た守秘義務のある情報を公的に発言してはいけません。他人
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の個人情報を本人の許可なく掲載することや、大学の研究上の秘密など、不適切な情報を発
信することがないよう、注意してください。

５．大学の一員である自覚
　 　東北文教大学の教職員・学生であることを明らかにした上で、ソーシャルメディア上でコ
ミュニケーションを行う場合は、あなた個人だけではなく、社会全体から東北文教大学を代
表したイメージで受け取られることを十分に自覚してください。
　 　東北文教大学の教職員・学生であることに言及し、個人的見解を発言する場合は、東北文
教大学の一員としての身分及び本名を明らかにした上で一人称を使用し、東北文教大学の見
解ではなく自身の見解であることを明確にしてください。

６．自身のプライバシー保護
　 　ソーシャルメディア上でのコミュニケーション活動は、情報を削除しても、第三者におい
て保存・アーカイブ化されたものが半永久的に利用される恐れがあります。個人情報を登録・
公開する際は、サービスの安全性やその必要性を検討した上で行い、自身のアカウントのな
りすましや悪用を防ぐため、パスワード等の流出がないようにしてください。
　 　また、個人情報を明らかにしていない場合でも、行動の履歴等から個人を特定されること
もあります。GPS機能を有する端末で撮影した写真等を投稿する際には、プライベート情報
が筒抜けになってしまうこともありますので、十分留意してください。

７．大学名を使用した公開ソーシャルメディアアカウントについて
　 　大学名（東北文教大学・東北文教・ぶんきょう・東北文教短大等）を使用して、公開を目
的としたソーシャルメディアアカウントを無断で登録することを禁止します。（Facebookや
LINE等における、閉じられたグループでの登録名はこれに含みません）
　 　学部・学科、各部署で公開ソーシャルメディアアカウントを開設する際は、広報委員長に
申請を行ってください。部活・サークル・研究会でソーシャルメディアアカウントを開設す
る際は、顧問（教員または職員）を管理責任者とし、学務課を通して広報委員長に申請を行っ
てください。

８．東北文教大学に関する情報の共有
　 　ソーシャルメディア上で発見した東北文教大学に関する有益な情報、あるいはリスクにつ
いては、タイムリーに関連機関への共有をお願いします。内容を検討の上、適切な対応をい
たします。
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22　東北文教大学・東北文教大学短期大学部附属図書館規程

第１条　本規程は、東北文教大学・東北文教大学短期大学部附属図書館（以下、「本学図書館」
という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条　本学図書館に館長、副館長および司書をおき、学長が本学教職員のうちから任命する。
２　館長は学長の命をうけ館務を掌理する。
３　副館長は館長を補佐し館長に事故ある場合、館務を代行する。
４　司書は上司の命を受け、図書館の専門的業務に従事する。

第３条　本学図書館の開館時間は午前８時30分から午後７時（４～２月）、午前８時30分から
午後４時20分（３月）までとする。

２　館長が特に必要があると認めたときは、前項の時間を変更することができる。
第４条　本学図書館の休館日は、東北文教大学学則第10条ならびに東北文教大学短期大学部学

則第８条に定める休業日のほか次のとおりとする。
⑴　館内整理の日　原則として毎月の最終日に当たる日に行う
⑵　その他　館長が休館を必要と認めた日

第５条　本学図書館における図書は日本十進分類法（NDC）・日本目録規則（NCR）・英米目
録規則（AACR）に基づいて整理し、記録した上で管理する。

第６条　本学図書館を利用することのできる者は次のとおりとする。
⑴　本学の教職員
⑵　本学の学生
⑶　富澤学園本部の教職員
⑷　山形城北高等学校の教職員
⑸　東北文教大学付属幼稚園の教職員
⑹　館長の許可を得た者

第７条　館内において閉架資料を閲覧しようとする者は「図書館資料利用願」に所定の事項を
記載して館長の許可を受けなければならない。

２　館長は前項の場合において資料の閲覧に関し、必要な指示を行うことができる。
第８条　図書館の利用は、館内施設の利用目的に従って行うものとする。
２　図書の閲覧は静粛を旨とし、他の閲覧者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第９条　図書館資料を館外に帯出しようとするときは所定の手続きをし、館長の許可を受けな
ければならない。

２　前項による図書の帯出期間及び冊数は次のとおりとする。
　　但し、館長が特に必要があると認めたときは帯出期間、及び冊数を変更することがで
きる。
⑴　本学の教職員　30日以内　５冊まで

― 121 ―

学
則
・
諸
規
程
・ 

諸

会

則



⑵　本学の学生　８日以内　10冊まで
⑶　 富澤学園本部の教職員・山形城北高等学校の教職員・東北文教大学付属幼稚園の
教職員30日以内　５冊まで

⑷　館長の許可を得た者　14日以内　５冊まで
３　館長は研究室において使用する図書館資料については特に考慮することがある。
４　第７条２項の規程は第９条第１項の場合においても準用する。

第10条　貴重図書、禁帯出図書、特別資料、辞典、地図、雑誌、その他館長が指定した資料は
帯出することができない。但し、館長が特に必要と認めて許可した場合はこの限りで
はない。

第11条　帯出図書は期限内に必ず返納しなければならない。ただし、指定図書を除き、延期手
続きを行い引続き借用することができる。

第12条　館長は特に必要があると認めるときは第９条第２項の帯出期間中といえども帯出図書
の返納を求め、または職員に点検させることができる。

第13条　転任・休職または退職した教職員ならびに卒業、退学、もしくは休学した学生はすみ
やかに帯出した図書を返納しなければならない。

第14条　閲覧または帯出中の図書を紛失、棄損または汚損した場合は、同一図書またはその図
書を購入する時価をもって弁償するか、もしくは修繕費を負担しなければならない。

第15条　本学図書館は図書の寄贈、または寄託を受けることができる。
２　寄贈図書が多数のときは寄贈者の希望する名称、または特別の文庫名をつけることが
できる。

第16条　本規程に違反した行為がある場合はその軽重にかかわらず閲覧・帯出・入館等を禁止
することがある。

第17条　図書館運営について、基本方針及びその他の重要事項を審議するため、図書館運営委
員会（以下「委員会」という。）を置く。

第18条　委員会は委員若干名をもって組織し、委員は教授会の互選による。ただし、館長は委
員を兼ねる。

第19条　委員会に委員長を置き、館長がこれにあたる。
第20条　委員会の会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
２　委員長に事故ある場合の議長は副館長がこれにあたる。
３　委員会は委員の過半数をもって会議を開き、議事は出席委員の過半数で決し、可否同
数の時は議長の決するところによる。

第21条　委員会は必要があると認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を求めること
ができる。

第22条　本規程によるもののほか、図書の利用に関し必要な事項は学長の承認を得て館長が定
める。
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（規程の改正）
第23条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が決定する。

附 則
本規程は昭和41年６月１日より施行する。
本改正規程は昭和51年４月１日より施行する。
本改正規程は昭和56年４月１日より施行する。
本改正規程は昭和57年４月１日より施行する。
本改正規程は昭和62年４月１日より施行する。
本改正規程は平成11年４月１日より施行する。
本改正規程は平成12年４月１日より施行する。
本改正規程は平成13年４月１日より施行する。
本改正規程は平成14年４月１日より施行する。
本改正規程は平成15年４月１日より施行する。
本改正規程は平成17年４月１日より施行する。
本改正規程は平成18年４月１日より施行する。
本改正規程は平成21年４月１日より施行する。
本改正規程は平成22年４月１日より施行する。
本改正規程は平成23年４月１日より施行する。
本改正規程は平成27年４月１日より施行する。
本改正規程は平成28年４月１日より施行する。
この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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23　東北文教大学及び東北文教大学短期大学部危機管理規程

第１章　総　　　　　則
（目　　的）
第１条　この規程は、東北文教大学及び東北文教大学短期大学部（以下、「本学」という。）に

おいて危機又は危機となるおそれがある事象について、危機管理体制を整備し、併せ
て迅速かつ的確に対応することにより、本学の学生及び教職員等の安全確保を図るこ
とを目的とする。

２　本学の危機管理については、他の法令等及び本学の規程等に定めるもののほか、この
規程の定めるところによる。

（用語の定義）
第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　学生及び教職員等
　　本学の学生、教職員並びに本学において業務を行うことが認められている者をい
う。
⑵　危　　機
　 　地震、風水害等の自然災害、火災、重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又
は事故により、学生及び教職員等の生命・身体又は大学の組織・財産・名誉等に重
大な被害が発生し、又は発生する恐れのある事象をいう。
⑶　危機管理
　 　想定される危機に対する未然の防止及び被害等の軽減対策並びに危機発生時にお
ける被害等を最小限に抑えるための対応をいう。
⑷　学科等
　　学部各学科、附属図書館並びに事務局をいう。
⑸　学科等の長
　　前号に規定する学科等の長をいう。

（学長の責務）
第３条　学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、危機管理を推進するととも

に、必要な措置を講じなければならない。
２　副学長、学部長並びに事務長は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければなら
ない。

３　学科等の長は、当該学科等における危機管理の責任者であり、当該学科等の危機管理
を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。

４　教職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理に努めなければならない。
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第２章　平常時における危機管理
（危機管理事務の所掌）
第４条　本学における平常時の危機管理業務は危機管理委員会が所掌する。
（危機管理委員会の業務）
第５条　危機管理委員会は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

⑴　危機管理対応マニュアルの策定に関すること。
⑵　危機管理対策の評価及び見直しに関すること。
⑶　危機管理教育及び訓練の実施に関すること。
⑷　その他危機管理について必要な事項に関すること。

第３章　緊急時における危機管理
（通報義務）
第６条　緊急に対応すべき危機の発生又は発生するおそれがあることを発見又は情報を入手し

た者は、直ちに学科等の長、所属教員又は事務局に通報しなければならない。
２　前項の通報を受けたものは、速やかに当該危機の状況を確認し、必要な措置を講じな
ければならない。

（危機対策本部の設置）
第７条　学長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、全学的に対策を講

ずる必要があると認める場合は、速やかに危機対策本部（以下「対策本部」という。）
を設置するものとする。

２　対策本部は、次に掲げる者で構成する。
⑴　学長
⑵　副学長、学部長並びに事務長
⑶　学科等の長（事務長を除く）並びに学務部長
⑷　その他学長が必要と認める者

３　本部長は、前項第１号の者を以って充て、対策本部の業務を統括する。
４　副本部長は、前項第２号の者を以って充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき
は、その職務を代行する。

５　対策本部は、本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散する。
（危機対策本部の業務）
第８条　対策本部は、危機に係る次の各号に掲げる業務を行うものとする。

⑴　情報の収集及び分析に関すること。
⑵　必要な対策の決定及び実施に関すること。
⑶　学生及び教職員等への情報提供に関すること。
⑷　関係機関及び保護者との連絡調整に関すること。
⑸　報道機関への情報提供に関すること。
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⑹　その他危機の対応について必要な事項に関すること。
（危機への対応に伴う特例）
第９条　学長は、危機の対応にあたり緊急を要する場合には、本学の規程等により必要とされ

る手続きの全部又は一部を省略することができる。

第４章　委　　　　　任
（委　　任）
第10条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
（規程の改正） 
第11条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規程は、平成25年５月16日から施行する。
　この規程は、平成29年７月20日から施行する。
　この規程は、令和４年10月20日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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24　東北文教大学・東北文教大学短期大学部防火管理規程

第１章　総　　　　　則

（目　　的）
第１条　この規程は東北文教大学・東北文教大学短期大学部における防火管理の徹底を期し、

もって火災その他の災害による物的、人的被害を防止することを目的とする。
（諸規程との関係）
第２条　前条の目的を達する防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規

程を定めるところによるものとする。

第２章　防 火 管 理 機 構
（災害対策委員会）
第３条　防火管理について最高の諮問機関として、災害対策委員会（以下、「委員会」という。）

を設ける。
（委員会の編成）
第４条　委員長には学長があたり、委員は防火管理者のほか、防火管理について、必要な各部

門の責任者をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。
（委員会の任務）
第５条　委員会の任務はつぎによる。
１　消防計画ならびにこれの実践についての審議
２　防火に関する諸規程の制定
３　消防用設備等の改善強化（立入検査において指摘された事項を含む）
４　防火上の調査、研究、企画
５　防火思想の普及および高揚
６　その他防火に関する根本的対策

（委員会の開催）
第６条　委員会の開催は、定例会と緊急会の２種とする。
１　定例会は、おおむね隔月１回を標準とする。
２　緊急会は、防火上緊急重要事態が生じたとき、その都度委員長がこれを召集する。

（委員会の運営）
第７条　委員会の運営についての必要事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。
（予防管理組織）
第８条　常時の火災予防について徹底を期すため防火管理者、防火担当管理者及び火元責任者

をおく。
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２　消防用設備等、避難施設その他火気使用について、適正管理と機能保持のため、点検
検査を行うものとする。

３　前各項による責任者および点検検査員の任務は別に定める職務分掌（以下、「職務分掌」
という。）による。

（自衛消防組織）
第９条　火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任

者としてその下に自衛消防隊副隊長をおき自衛消防組織を編成する。
２　前項による組織および任務分担は、職務分掌に定めるところによる。

第３章　火 災 予 防
（点検検査基準）
第10条　火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、消防法第17条による。
（改善措置ならびに記録の保存）
第11条　前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告する

ものとする。
２　防火管理者は、重要事項については改善意見を添えて報告するものとする。
３　点検検査結果は、その都度別に定める検査票および維持台帳等に記録し、保存しなけ
ればならない。

（臨時火気使用）
第12条　構内の建物内外において、臨時に火気を使用する（ストーブ、電熱器その他）場合は、

別に定める「火気使用願」を火元責任者、防火担当責任者を経て、防火管理者に提出
し、その許可を得なければならない。
前条の許可を受けた場合は、注意事項を誠実に守らなければならない。

２　建物内外において禁煙を遵守しなければならない。
（建築物および施設の変更）
第13条　構内外において建築物（仮設を含む）を建築し、または特殊な作業を実施しようとす

るとき、または大量の危険物の搬出入、あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使
用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

（警報伝達および火気使用の規制）
第14条　構内の諸設備について、火災警報発令下、またはその他の事情により火災発生の危険、

または人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨構内全
般に伝達し、防火管理者その他責任者は、火気使用等の中止または危険な場所への立
ち入り禁止を命ずることができる。



― 129 ―

学
則
・
諸
規
程
・ 

諸

会

則

第４章　災 害 対 応
（対　　応）
第15条　構内外に火災発生またはその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめる

ため第９条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行にあたるものとする。
２　消防署員到着に際しては、通報連絡および避難誘導にあたる者は、人命救助の要否等
火災の状況を説明するとともに消防署員の誘導ならびにその他の連絡にあたるものと
する。

第５章　教 育 訓 練
（教育訓練）
第16条　防火管理者は、教職員、学生に対して別に定める計画により防火に関しての教育訓練

を実施しなければならない。
（防火教育）
第17条　教職員、学生は前条による教育を積極的に受けるとともに、自主研究を行い防火管理

の万全を期するよう努めなければならない。
（自衛消防訓練）
第18条　防火管理者をはじめ教職員、学生は有事に際し被害を最小限度にとどめるため自衛消

防訓練により技術の練磨を図るよう努めなければならない。訓練の種類は次による。
１　部分訓練　消火、通報、避難（基本的なものを含む）、その他　
２　総合訓練

（消防用設備等配置図）
第19条　防火管理者は避難誘導計画および消防用設備等配置図を作成して、見易い箇所に掲示

し、徹底を図るものとする。

第６章　消防機関との連絡等
（連絡事項）
第20条　防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理

の適正を期するよう努めなければならない。
１　消防計画の提出（改正の際は、その都度）
２　査察の要請
３　教育訓練指導の要請
４　建物および諸設備の使用変更時の事前連絡、および法令に基づく諸手続の促進
５　各種備え付簿冊等の整理保存
６　その他防火管理についての必要事項
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（立入検査の立合）
第21条　消防職員の立入検査に際しては、防火管理者または防火管理者の指定した者が立ち会

うものとする。

第７章　賞　　　　　罰
（賞　　揚）
第22条　教職員にして、防火管理および消火活動について功労があったものに対しては、委員

会の審査に付し、表彰を行うものとする。
（罰　　則）
第23条　この規程を遵守せず、また下命事項について怠り、学生、教職員に危険を生ぜしめた

ときは、委員会の審査に付し、応分の処罰をすることができる。

第８章　雑　　　　　則
（その他の災害対策への準用）
第24条　防火管理者は、地震等の非常災害に際しては、この規程を準用し、火気点検、避難事

後措置等について、その対策ならびに処理を講ずるものとする。
第25条　この規程は、本学に出入する委託業者、請負業者または運搬業者に適用する。
（規程の改正）
第26条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が決定する。

附 則
　この規程は昭和42年４月１日より施行する。
　この改正規程は平成13年４月１日より施行する。
　この改正規程は平成22年４月１日より施行する。
　この改正規程は令和６年４月１日より施行する。
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25　火 気 使 用 細 則

（総　　則）
第１条　この細則は防火管理規程第１条の目的を達成するため、教職員および学生が守るべき

事項を定めるものである。
（教室における暖房機の使用）
第２条　講義室、演習室、実験実習室、練習室、体育館（以下、「教室」という。）を使用する

者が責任をもってこれにあたる。
第３条　特別の場合を除いて、学生は器具を操作（点火・消火・給油）してはならない。
第４条　学生は常時暖房機の周囲を整頓し、かつ清潔に保たなければならない。また教室から

の事故を未然に防ぐよう協力しなければならない。
第５条　休日または規定の使用時間以外の使用は原則として認めない。但し、やむをえない事

情により使用する場合は、事前に火気使用願を提出し、防火管理者（以下、「管理者」
という。）の許可を得た上、その指示により使用する。

第６条　器具の破損、故障を発見した場合は、ただちに管理者に連絡しなければならない。
第７条　指定の場所以外での火気使用は一切禁止する。
（燃料管理）
第８条　燃料は灯油・電気・ガスとし、給油は原則として担当者が行う。
第９条　燃料は常に所定の場所に保管し管理者の許可なく持ち出してはならない。
（教室におけるガスの使用）
第10条　使用時間は原則として授業の時間とし、使用後は担当教員の点検を受けなければなら

ない。
第11条　休日または規定の使用時間外の使用は原則として認めない。但し、やむをえない事情

により使用する場合は、４の規定による。
第12条　使用中器具に異常を発見した場合は、ただちに担当教員、管理者に連絡しなければな

らない。
（研究室、管理室における暖房機の使用）
第13条　研究室の暖房器具は指定のものとする。指定以外のものの使用は防火管理者に使用願

を提出する。
第14条　反射型ストーブを使用する際には消火後、ストーブを研究室前の廊下に出しておかな

ければならない。
第15条　外出の際は消火を確認すること。
第16条　使用時間は原則として施設設備利用時間帯までとし、午後７時以後に退室する場合は

担当者にその旨連絡しなければならない。
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26　防 災 の 心 得

１　日常の心得

　建物・火気使用設備・危険物収納施設などが地震時に受ける倒壊等の被害を最小限に
するため、担当者を決めて定期的に点検等を実施する。

◎建物の柱、壁などの老朽化や変形、損傷、亀裂などを定期的に点検する。
◎照明器具、窓ガラスなどを点検し、落下防止措置や飛散防止措置を実施する。
◎ 火気使用設備などの本体、燃料容器などは転倒しないか、周囲に転倒、落下するものはない
か点検する。
◎ガスコンロ、湯沸器などの周囲には、燃えやすい物を置かない。
◎火災が発生した時に慌てないように消火器および室内消火栓の位置、使用方法を確認する。
◎常に危険感を持ち、自分の現在位置から２つ以上の避難経路、又避難場所を確認しておく。
◎執務室、研究室、実験室などの什器類には、転倒防止や移動防止の措置をする。
◎キャビネット、書架及び本棚などの上部には、重い物を置かない。
◎廊下、階段、出入り口付近、防火扉の前に段ボール箱、ロッカーなどの物品を置かない。
◎退校に際しては、湯沸器、ガスコンロの元栓などの火元を点検する。
◎非常時の持ち出し品については、事前に確認する。
◎漏電火災を防ぐため、必要のない電気器具のコンセントを抜いておく。

２　地 震 発 生

　地震で最も恐ろしいのは二次的に発生する火災であり、地震の被害を最小限に抑える
ためには、身の安全を確保し、素早く火の始末をすることです。

＊＊＊命を守るポイント＊＊＊

①　まず身の安全を確保
　テーブルや机の下に隠れ、落下物から身を守る。手近に頭を守る物がない場合は、両手を
しっかり組み、位置は頭から少し離す。
②　慌てて屋外に飛び出さない
　「落ち着け！」と声を掛け合い、その場に留まる。とっさに屋外に出るのは大変危険。外
に出る場合は、揺れが収まった後、ガラスの破片などの頭上の落下物に十分注意する。
③　すばやく火の始末
　「火を消せ！」と声を掛け合い、火元を切る。タイミングを間違えると思わぬケガをする
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ので、揺れの大きさを判断し落ち着いて火の始末をする。
④　扉や窓を開けて脱出口の確保
　揺れが激しいと、その場にうずくまるのが精一杯。揺れの合間をみて、ドアや窓を開け、
逃げ口をつくる。
⑤　家具から離れる
　特に観音開きの書棚、食器棚などは、中の物が飛び出すので大変危険。本棚の下敷きになっ
て大ケガや、身動きがとれなくなり避難できなくなる恐れがあるので注意。
⑥　室内のガラスの破片に注意
　地震後、最も多いケガはガラスの破片などによる切り傷である。
⑦　火が出たら消火
　火災が起きたら「火事だ！火事だ！」と大声で近隣に知らせるとともに、最寄りの火災報
知器ベルを鳴らし、学生・職員同士が協力して消火にあたる。
⑧　協力し合って応急救護
　ケガ人が出た場合には、すぐに助けを呼び、協力し合ってできる範囲の応急救護を行う。
⑨　隣近所と声をかけあって
　普段から学生・職員同士が協力体制をつくっておく。
⑩　正しい情報
　学内放送や、ラジオ、テレビから正しい情報を聞き、デマ、パニックに陥ることのないよ
うに注意する。
⑪　緊急避難用具の備え
　ラジオ、懐中電灯、飲料水、食料などの緊急避難用具を手近に備える。

３　火 災 発 生

　火災や煙を発見した場合は、落ち着いて速やかに初期消火を行うことが大切です。

◎火や煙を発見したら、近くの者は駆けつけて燃えている箇所を確かめる。
◎火災を確認したら、「火事だ！」と大声で周囲に知らせ、最寄りの火災報知器ベルを鳴らす。
◎できるだけ多くの人で消火器や室内消火栓等を集めて、一気に消火する。
◎同時に２箇所以上から出火した場合は、人命に影響を及ぼす場所の消火を優先する。
◎学内放送を聞き、その指示に従って直ちに最寄りの避難場所に避難する。
◎避難の際、エレベーターは絶対に使用しない。
　・使用中揺れを感じたら全ての階の停止ボタンを押し、最寄りの階で降りる。
　・ 震度５以上の地震を感知するとエレベーターは最寄りの階で停止するが、万一閉じ込めら
れた場合は中にある非常電話で連絡し、救助を待つ。



― 134 ―

学
則
・
諸
規
程
・ 

諸

会

則

27　車輌による通学に関する規程

（車輌等登録・駐車許可証の交付）
第１条　自家用車で通学をする者は、学務課に登録し許可証の交付を受けなくてはならない。
２　自動二輪、原付、自転車での通学をする者は、学務課に登録しなくてはならない。

（交通安全講習会）
第２条　駐車許可証の交付を受けた者、または受ける者は、学務課主催の交通安全講習会に出

席しなければならない。
２　交通安全講習会は毎回出席するものであり、特に認められた理由がなくこれに欠席し
た場合は、 駐車許可証を交付されていてもその許可を取り消す場合がある。

（駐車場及び駐輪場の利用）
第３条　駐車場及び駐輪場は学務課に登録された車輌の台数に応じて確保しているため未登録

者が無断で駐車してはならない。
２　駐車に際してはあらかじめ決められた場所に整然と駐車し、それ以外の場所に絶対に
駐車してはならない。

３　上記に違反した場合は、駐車許可を取り消す場合がある。
（規程の改正）
第４条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規定は、平成22年４月１日より施行する。
　この改正規定は、令和６年２月15日より施行する。

（例）

東北文教大学短期大学部　学長　須　賀　一　好

＊駐車許可証は、必ずフロントガラス前に提示して下さい。
＊交通安全講習会には、必ず出席して下さい。
＊駐車場内で異常があった場合は学務課へ連絡して下さい。

駐車許可証

有効期限　２０２６年３月３１日（当該年度のみ）

２０２５
登録番号

講習会検印

１
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28　東北文教大学短期大学部奨学生規程

（目　　的）
第１条　この規程は、富澤学園奨学生規程に基づき、東北文教大学短期大学部（以下、「本学」

という。）に在学する学生の奨学金に関して必要な事項を定め、学業の奨励および有
為な人材の育成に資することを目的とする。

（奨学生の資格）
第２条　この規程による奨学金を受けることができる者は、次の要件を満たさなければならな

い。
⑴　入学前奨学生制度については入学の確約者で、次の各号に該当する者とする。
　１ ）　スポーツ・文化活動の分野で秀でた活動成績を有し、人物ともに優秀で、入
学後本学での活躍が期待できる者（以下、「入学前スポーツ・文化優秀者奨学生」
という。）

　２ ）　東北文教大学山形城北高等学校を令和３年度以降卒業した者、または卒業見
込みの者で、人物・学業とも優秀な者（以下、「系列高等学校卒入学者奨学生」と
いう。）

⑵　入学後本学に在学する学生で、次の各号に該当する者とする。
　１） 　人物並びに学業成績が優秀であり、他の範たると認められる者（以下、「学業

成績優秀者奨学生」という。）
　２） 　人物並びにスポーツ・文化活動に優秀であり、スポーツ・文化の振興に寄与

できると認められる者（以下、「スポーツ・文化優秀者奨学生」という。）
　３） 　外国人留学生（留学ビザ取得者）で、人物並びに学業成績が優秀であり、他

の範たると認められる者（以下、「外国人留学生奨学生」という。）
　４） 　学費負担者の死亡・疾病・失業等により家計状況が急変して就学が困難な者（以

下、「家計急変・災害奨学生」という。）
　５） 　緊急時における学生の安全と学びの継続を支援する、緊急事態給付型奨学金

制度に該当する者（以下、「学生支援緊急給付奨学生」という。）
（奨学金の授与額）
第３条　奨学金の授与額は、別表１⑵とおりとする。但し、家計急変・災害奨学生については、

別表２の定めるところによる。
（奨学生の採用期間）
第４条　奨学生の採用期間は、次のとおりとする。

⑴　入学前スポーツ・文化優秀者奨学生にあっては、入学時とする。但し、入学後１
年間は他の奨学生に重ねて採用することはできない。
⑵　系列高等学校卒入学者奨学生にあっては、入学時とする。但し、他の奨学生に重
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ねて採用することを妨げない。
⑶　学業成績優秀者奨学生にあっては、１年間とする。但し、翌年度続けて採用する
ことを妨げない。
⑷　スポーツ・文化優秀者奨学生にあっては、１年間とする。但し、翌年度続けて採
用することを妨げない。
⑸　外国人留学生奨学生にあっては、２年間とする。
⑹　家計急変・災害奨学生にあっては、１年間とする。但し、翌年度続けて採用する
こと妨げない。
⑺　学生支援緊急給付奨学生にあっては、緊急時とする。

（申請手続き）
第５条　奨学金を希望する者は、保護者と連署した願書及び指定された書類を所定の手続きに

より提出しなければならない。
２　前項の願書記載に関して、別途に証明書等を請求されたときは、これを提出しなけれ
ばならない。

３　翌年度引き続き奨学生を希望する者は、改めて申請するものとする。
（奨学生の選考及び採用決定）
第６条　奨学生の選考は、奨学生委員会が選考にあたり、教授会の審議を経て、学長がこれを

決定する。
２　採用を決定したときは、本人並びに保護者に通知する。
３　選考方法は、委員会が書類審査・面接等、別に定め募集要項で発表する。

（選考の時期）
第７条　奨学生の選考の時期は、別に定める奨学生募集要項によるものとする。但し、家計急

変・災害奨学生の選考時期については、第２条⑵の第５項に該当した時とする。
（奨学金の交付）
第８条　奨学金の授与は、次のとおりとする。

奨学生の区分 授　与　の　時　期 備　　　考
入学前スポーツ・文化優秀者
奨学生 入学手続き時免除

系列高等学校卒入学者奨学生 入学手続き時免除

学業成績優秀者奨学生 前期・後期の２回分けて支給

スポーツ・文化優秀者奨学生 前期・後期の２回分けて支給

外国人留学生奨学生 入学手続き時免除、後期免除

家計急変・災害奨学生 経済的理由が発生した時、免除または貸与

学生支援緊急給付奨学生 緊急事態が発生した時
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（奨学金授与の停止・回復、返還）
第９条　奨学生に、第２条の資格を欠くと認められる旨の報告があった場合、学長は奨学金の

授与の停止をすることができる。
２　前項の停止を受けた奨学生について、再び第２条の資格に足ると認められる旨の報告
があった場合、学長はその授与停止を解除することができる。

３　家計急変・災害奨学生のうち奨学金の返還を要する者の貸与返還に関する手続きにつ
いては別に定める。

（規程の改正）
第10条　この規程の改正は、教授会の審議を経て、学長が行う。

附 則
　この規則は、令和２年11月１日より施行する。
　 「東北文教大学・東北文教大学短期大学部学園奨学生委員会規則」は、本規程の施行をもっ
てこれを廃止する。
　この規程は、令和３年９月１日より施行する。
　この規程は、令和４年４月１日より施行する。
　この規程は、令和６年２月15日より施行する。
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別表第１ ⑵短期大学部
単位：円（入学金以外は年額）

奨学生区分 ランク 　　　　※１

入学金 授業料 教　育
充実費

施　設
拡充費

実験実習費※2

備　考
子ども学科 現代福祉学科

入学前スポーツ・文化優秀者奨学生 280,000 なし なし なし なし なし 各学科５名

系列高等学校卒入学者奨学生 280,000 なし なし なし なし なし 東北文教大学山形城北高等学校

学業成績優秀者奨学生 なし 300,000 なし なし なし なし 各学科各学年３名程度 ※４

スポーツ・文化
優秀者奨学生

Ａ なし 300,000 なし なし なし なし 各学科各学年若干名

Ｂ なし 200,000 なし なし なし なし 各学科各学年若干名

外国人留学生
奨 学 生

Ａ ※3

140,000 310,000 71,000 97,500 35,000 55,000

Ｂ ※3

60,000 300,000 なし なし なし なし

Ｃ なし 200,000 なし なし なし なし

※１　入学金については、１年次のみ該当。
※２　実験実習費は該当学科分。
※３　東北文教大学留学生別科からの入学生のみ対象
※４　在籍数によって採用人数調整をする場合がある。
奨学金については、支給又は、入学金・授業料相当額と相殺する。

別表第２　家計急変・災害奨学金授与基準

区　　分 状　　　況 授与種別
授　与　内　訳

返　済入学時
納入金 授業料 その他

納付金

地震・津波・
火 災

家屋の全損
第１種 全額 全額 全額 不要

学費負担者の死亡

家屋の半損
第２種 半額 半額 半額 不要

学費負担者就労不能等

家屋の一部損 第５種 なし 半額 なし 要

学費負担者の
所得の変動等

リストラ・倒産・破産

第３種 なし 半額 なし 不要学費負担者の死亡

病気・事故等により就労不能の状態

自宅待機等一時的な状態
第４種 なし 全額 なし 要

その他学費負担が困難な状態
※　入学時納入金の授与については事実の発生後の納期が到来する場合に適応
※　授業料・その他の納付金は、原則として１年間とする。状況により更新も可とする

（参考）損害保険による判断基準

地震・津波・火災 全　損 半　　損 一　部　損
建物の主要構造部である軸組（柱、はり
等）、基礎、屋根、外壁等の損害の額 50%以上 20%以上　 50%未満 ３%以上　 20%未満

焼失あるいは流失した部分の床面積 70%以上 20%以上　 70%未満 地面から45㎝超の浸水
家財の損害額 80%以上 30%以上　 80%未満 10%以上　 30%未満



― 139 ―

学
則
・
諸
規
程
・ 

諸

会

則

29　学 生 自 治 会 会 則

第１章　総　　　　　則

第１条　本会は、東北文教大学及び東北文教大学短期大学部学生自治会（略称「東北文教学生
自治会」）と称し、山形市片谷地515番地に置く。

第２条　本会は、建学の精神に基づき、会員相互の親睦を深めるとともに、自治と総意により
学問の自由を擁護し、学生生活全般の充実、向上を図ることを目的とする。

第３条　本会は、正会員として東北文教大学学生及び東北文教大学短期大学部本科学生全員、
準会員として東北文教大学留学生別科学生全員をもって構成する。

第４条　本会の会員は次の権利及び義務を有する。
１　本会の機関に参加するための選挙権及び被選挙権
２　本会の認める各団体への加入及び本会の催す諸行事への参加の権利
３　本会への入会金及び会費を納入する義務
４　本会総会の決議及び本会所属の諸機関の決定に従う義務

第５条　本会は、第２条の目的達成のため下記の機関を置く。
１　学生自治会総会
２　運営委員会
３　執行委員会
４　クラス会
５　部会　
６　部長会
７　大学祭実行委員会
８　スポーツ祭実行委員会
９　選挙管理委員会

第６条　本会及び本会の諸機関、団体等の顧問及び監督、コーチ等については次の通りとする。
１　本会及び本会の諸機関は、本学内の教職員を顧問にすることができる。
２　その他各団体（部、同好会等を含む）の顧問及び監督、コーチ等については別に
定める「部・同好会規程」による。

第２章　学生自治会総会
第７条　学生自治会総会は、本会最高の議決機関であり、本会の全会員をもって構成する。
第８条　学生自治会総会は、会則改正・予算など本会活動に関する重要事項の議決を行う。
第９条　学生自治会総会は定例総会及び臨時総会の二種とし、定例総会は会長により年１回召

集される。
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但し、次の場合には会長は臨時総会を召集しなければならない。
１　全会員の３分の１以上の要請があった場合
２　運営委員が臨時総会開催を議決した場合

第10条　学生自治会総会は全会員の２分の１以上の出席がある場合に成立（委任状を含む）し、
過半数の賛成により議決する。但し、会則の変更に関しては、３分の２以上の賛成を
必要とする。

第11条　学生自治会総会召集の際には、会長は少なくとも７日前までに日時、場所、議題を公
示しなければならない。

第12条　学生自治会総会議長は、運営委員会の指名により、総会毎に選出されるが、これを補
佐する副議長１名は議長が指名する。

第３章　運 営 委 員 会
第13条　運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、執行委員、部長会役員、クラス会役員を

もって構成する。
第14条　運営委員会は、学生自治会総会での議題について予備審議をおこなうほか、本会則で

定められた事項などについて審議し議決を行う。また、全会員に諮る必要があるとみ
なされた議決事項については臨時総会開催又は投票を行うことができ、全会員の過半
数の賛成をもって効力をもつものとする。なお、本委員会での審議及び議決事項は全
会員に告知するものとする。

第15条　運営委員会は、本学に対し会員の意見を述べ、協議をするための連絡協議会を年１回
定期的に開かなければならない。但し、必要に応じて臨時にこれを開くことができる。

第４章　執 行 委 員 会
第16条　執行委員会は、学生自治会総会及び運営委員会における議決事項を執行する機関であ

り、執行委員、部長会役員をもって構成する。
第17条　執行委員は、会長（１名）、副会長（４名）、庶務、会計、厚生、広報、企画、書記を

もって構成する。
第18条　執行委員の任務は次の通りとする。

１　会長は、大学と協力しつつ本会の目的を達成するため総括運営にあたりその責任
者となる。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
３　庶務は、本会諸活動の記録をとり、必要な文書を処理する。
４　会計は、本会の予算の立案、決算等の会計を担当する。
５　厚生は、諸設備の充実を図り、規律衛生を担当する。
６　広報は、本会諸活動の広報を担当する。
７　企画は、本会諸行事の企画を担当する。
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８　書記は、学生自治会総会などの議事録書記を担当する。
第19条　執行委員は、次の方法によって選出する。

１　会長は直接選挙により選出され、学長の承認を得て就任する。但し、選挙は全学
生の２分の１の投票数により成立する。
２　副会長は各学科より選出し、運営委員会の承認を得て、会長がこれを任命する。
３　庶務、会計、厚生、広報、企画、書記は運営委員会の承認を経て、会長がこれを
任命する。

第20条　執行委員は兼任することができない。
第21条　執行委員の任期は、１月１日より12月31日までとする。会長、副会長を除く執行委員

のうち少なくとも１名は新年度入学生より選び、任期を５月１日より12月31日までと
する。但し、後任者への業務引き継ぎが完了するまでは、３月31日までその任務にあ
たるものとする。

第22条　執行委員の辞任・解任・補充は、次の通りとする。
１　辞　　任
⑴　会長は、運営委員会において本人が辞意を表明し、運営委員が３分の２以上で
これを認め、さらに総会が３分の２以上で認めた場合、辞任することができる。
⑵　副会長、庶務、会計、厚生、広報、企画、書記は、本人が会長に辞意を表明し
会長が認めさらに運営委員会に提出し、運営委員の３分の２以上がこれを認めた
場合、辞任することができる。

２　解　　任
⑴　会長は、解任請求がクラス会に提示され、クラス会が３分の２以上で不信任を
認めた時、クラス委員が運営委員会に解任請求を提出し、運営委員の３分の２以
上がこれを認めた場合、選挙管理委員会が選挙の管理及び運営にあたり、信任投
票を行う。そして会員の３分の２以上が不信任を認めた場合に解任される。
⑵　副会長、庶務、会計、厚生、広報、企画、書記は、解任請求がクラス会に提示
され、クラス会が３分の２以上で不信任を認めた時、クラス委員が運営委員会に
解任請求を提出し、運営委員が３分の２以上で不信任を認めた場合に解任される。

３　補　　充
　執行委員に欠員を生じた場合は、第17条に基づき、速やかに補充しなければならない。

第５章　ク ラ ス 会
第23条　クラス会はクラス全員をもって構成する。但し、少人数のクラスにおいては、複数の

クラスによる合同のクラス会とすることができる。
第24条　クラス会は、クラスの円滑な運営のためクラス会役員として、クラス委員１名、クラ

ス副委員を１名置く。
第25条　クラス会役員は、代表として各クラスにおける学生の意見をまとめる任務を行い、運
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営委員会に出席しなければならない。

第６章　部　　　　　会
第26条　部会は、文化会・体育会から成り、各部・同好会はいずれかの部会に属するものとし、

各部・同好会の部員により構成される。
第27条　部・同好会は別に定める「部・同好会規程」により成立した学内団体をさす。

第７章　部 長 会
第28条　部長会は、部会に所属する部・同好会の部長をもって構成する。
第29条　部長会は、部長会役員として文化会会長、文化会副会長、体育会会長、体育会副会長

を構成員の互選により選出する。
第30条　部長会役員は、各部会の円滑なる運営をはかるとともに部長会を代表し、運営委員会

に出席しなければならない。

第８章　大学祭実行委員会
第31条　大学祭実行委員会は、大学祭の企画、運営を中心になって行う機関である。
第32条　大学祭実行委員会は、執行委員、部長会役員及び各クラス会より２名ずつ選出された

大学祭実行委員をもって構成する。
第33条　大学祭実行委員会は、委員長、副委員長を構成員の互選により選出する。

第９章　スポーツ祭実行委員会
第34条　スポーツ祭実行委員会は、スポーツ祭の企画、運営を中心になって行う機関である。
第35条　スポーツ祭実行委員会は、執行委員、部長会役員と各クラス会より２名選出されたス

ポーツ祭実行委員をもって構成する。
第36条　スポーツ祭実行委員会は、委員長、副委員長を構成員の互選により選出する。

第10章　選 挙 管 理 委 員 会
第37条　選挙管理委員会は、別に定める「選挙に関する細則」により、公正かつ適切な会長の

選挙に関する管理及び運営を行う機関である。
第38条　選挙管理委員会は、会長任期終了期に各クラスのクラス会役員をもって構成する。
第39条　選挙管理委員会の委員長・副委員長は、構成員の互選により選出する。
第40条　選挙管理委員会は、いかなる選挙運動もしてはならない。

第11章　会　　　　　計
第41条　本会の経費は、学生自治会の会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに

あてる。
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第42条　入会金として正会員は1,500円を納入する。但し、準会員は除く。
第43条　会費として正会員は年額4,500円、準会員は3,000円を納める。
第44条　本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。
第45条　決算及び次年度予算案は、運営委員会で審議の上、総会の承認を経て、５月末日まで

に決定するものとする。
第46条　余剰予算は、年度内に執行委員会が徴収し、繰越金として次年度に繰り入れるものと

する。

第12章　会 計 監 査
第47条　会計監査は、学生自治会の会計が公正に運用されているかを監査する機関であり、運

営委員会において執行委員以外の会員の中から選出し、会長が任命する２名の会計監
査委員をもって構成する。

第48条　会計監査委員は、諸機関及び各団体の一切の会計監査を行い、その結果を学生自治会
総会に報告しなければならない。必要に応じて臨時に会計監査を行うことができる。

附 則
　この会則は、昭和42年２月10日より施行する。
　本改正会則は、昭和51年５月27日より施行する。
　本改正会則は、昭和55年５月26日より施行する。
　本改正会則は、昭和60年12月６日より施行する。
　本改正会則は、昭和62年５月28日より施行する。
　本改正会則は、昭和63年12月15日より施行する。
　本改正会則は、平成元年12月13日より施行する。
　本改正会則は、平成３年５月29日より施行する。
　本改正会則は、平成８年５月28日より施行する。
　本改正会則は、平成10年４月１日より施行する。
　本改正会則は、平成13年５月19日より施行する。
　本改正会則は、平成15年５月17日より施行する。
　本改正会則は、平成16年５月15日より施行する。
　本改正会則は、平成18年５月20日より施行する。
　本改正会則は、平成19年５月26日より施行する。
　本改正会則は、平成22年５月22日より施行する。
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30　学生自治会選挙管理委員会細則

第１条　東北文教大学及び東北文教大学短期大学部学生自治会会則第37条により、本会に選挙
管理委員会（以下、「本委員会」という。）　を置く。

第２条　本委員会は、会長任期終了期に、会長の要請により、各クラスより選出した各クラス
委員２名をもって構成する。

第３条　本委員会は、公正かつ適切な方法で会長の選挙に関する管理及び運営にあたる。
第４条　本委員会の委員長・副委員長は、委員の互選により選出される。
第５条　本委員会の委員長は、本委員会を代表し、会務を統轄し、必要に応じて本委員会を召

集する。
第６条　本委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行

する。
第７条　本委員会は、いかなる選挙運動もしてはならない。
第８条　本委員会は、次の事項を執行する。

①　選挙人名調査及び選挙人名簿の作成
②　立候補者の届出期間の告示
③　立候補者及び投票日時の告示
④　投票用紙及び投票箱の作成
⑤　開　　　票
⑥　当選者の告示
⑦　その他選挙に関する事項

第９条　本委員会は、選挙の日時その他の必要事項を投票日の15日前までに所定の場所に告示
する。

第10条　本委員会は、立候補者の氏名を投票日の７日前までに所定の場所に告示する。
第11条　所定の期間が過ぎても立候補者がない場合、委員長はただちに本委員会を召集し、善

後策について協議する。
第12条　本委員会は、告示前に立候補者及び責任者に対し説明会を行う。
第13条　選挙運動の期間は、告示の日から投票日前日の午後５時までとする。その運動範囲は、

本学構内のみとする。
第14条　開票には、立候補者の責任者も立ち会うことができる。
第15条　本委員会が違反行為と認めた場合には、当選を取り消し、繰り上げ当選とする。

附 則
この細則は、昭和49年４月１日より施行する。
この細則は、平成22年４月１日より施行する。
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31　部 ・ 同 好 会 規 程

第１章　総　　　　　則
第１条　部・同好会とは、東北文教大学及び東北文教大学短期大学部学生自治会が本会則第２

条に基づき公認し、文化会・体育会のいずれかに所属する部・同好会をいう。
第２条　本規程は、文化会・体育会に所属する部・同好会が、建学の精神に基づき、公正かつ

充実した活動が行えることを目的として定める。

第２章　成　　　　　立
第３条　同好会は、運営委員会の承認を得て設立することができる。但し、下記の条件をみた

さなければならない。
　１　設立趣意書、活動内容、構成員名簿を会長に提出すること。
　２　設立の趣意が明確であり、かつ部会の活動目的に適するものであること。
　３　適正な活動内容であること。
　４　構成員が５名以上であること。

第４条　部は、学生自治総会の承認を得て設立することができる。但し、下記の条件をみたさ
なければならない。
１　設立趣意書、活動内容、構成員名簿を会長に提出すること。
２　同好会として６ヶ月以上経過していること。
３　構成員が10名以上であること。

第５条　設立が承認された部・同好会には顧問を置く。顧問は東北文教大学又は東北文教大学
短期大学部の専任教職員とする。顧問の依頼申請は、学生自治会会長が学生厚生委員
会委員長に対して行う。

第３章　解　　　　　散
第６条　部は、解散する場合、会長に届け出て、運営委員会の審議と総会の議決を経なければ

ならない。また、次の各項に該当する場合、運営委員会の審議と総会の議決を経て解
散させられることがある。
１　学生自治会の目的に反する行動をした場合。
２　25ヶ月部活動が行われなかった場合。
３　構成員の数が著しく減少し、部活動が不可能となった場合。　

第７条　同好会は、解散する場合、会長に届け出て、運営委員会の審議を経なければならない。
また、次の各項に該当する場合、運営委員会の審議を経て解散させられることがある。
１　学生自治会の目的に反する行動をした場合。
２　13ヶ月部活動が行われなかった場合。
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３　構成員の数が著しく減少し、同好会活動が不可能となった場合。

第４章　経　　　　　費
第８条　部・同好会には、諸経費が支給される。部・同好会は、別に定めるガイドラインに基

づき、これらの諸経費を適正に使用しなければならない。諸経費を不正に使用した場
合は、不正に使用した金額を返還しなければならない。また、当該部・同好会には一
定期間の活動禁止期間を設けることもある。

附 則
　この規程は、平成22年５月22日より施行する。
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32　自治会室・部室棟使用内規

第１条　本学に自治会室・部室棟をおく。
第２条　本学は、学生の自治会活動及びクラブ活動の発展をはかるため同棟を設け、この内規

に基づき使用を許可する。
第３条　次の各号のひとつに該当する場合は使用を許可しない。

⑴　棄損または甚だしく汚損するおそれがある時。
⑵　自治会活動及びクラブ活動の目的に反すると認められる時。
⑶　その他、管理上支障があると認められる時。

第４条　使用期間は平日（授業日）午前７時から午後６時までとする。
　　　　　但し、行事等で準備を要すると認められた場合は、使用時間を２時間以内において

延長を認めることがある。その際は、本学学務課に事前に報告し、延長許可を得ること。
第５条　自治会室・部室棟を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

⑴　本棟は、学生自治会室あるいは各クラブの部室として用意されたものであるから、
その目的を効果的にはたすように使用すること。
⑵　会議室を使用する場合は、必ず学務課に許可願を提出すること。
⑶　顧問会議で承認を受けたコーチ以外の学外者の入室は厳禁とする。
⑷　室内の整理整頓につとめ、火災予防に留意すること。特に冬期間における火気の
取扱いには十分注意すること。
⑸　使用後の後始末、清掃、戸締りは責任をもって行うこと。
⑹　各室に金銭または貴重品などを置かないこと。
⑺　各室での飲食・喫煙は厳禁とする。

第６条　建物ならびに器具、備品が破損または滅失した場合は直ちに学務課に届け出ること。
第７条　各室に備え付けのもの以外は各団体で準備すること。
第８条　備品の外部への持ち出しは禁止する。
第９条　会議室は、会議の為の場所であるので、なんらかの会議が予定されているときは会議

を優先とする。但し、各活動に必要と認められる場合には、各団体が相互に調整しあ
い目的にそって使用すること。

第10条　各室は、複数部同居形式で使用する場合もあり、使用方法・時間など、相互に調整し
あい、あつれきの生じないよう留意すること。

第11条　当該クラブが廃部になった場合は、部室を撤去するものとする。

附 則
　この規則は、平成元年10月１日より施行する。
　この改正規則は、平成25年４月１日より施行する。
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33　合　　宿　　内　　規

第１条　合宿を実施するクラブは、合宿の意義をよく認識し、その目的を達成するよう努力し、
良識ある生活態度を保ち、合宿終了後は、ただちに学務課に連絡すること。

第２条　学園内外の諸施設を使用する場合には、そこに定められた規則を順守すること。なお、
体育館、その他の学内施設の使用規定は別に定める。

第３条　合宿は、実施前に顧問とよく相談の上、クラブ内にて充分な検討をし、学務課がこれ
を認めた場合に許可する。

第４条　合宿期間中は、常に責任ある行動をとり事故ある場合には、すみやかに顧問と学務課
に連絡すること。

第５条　合宿中、定められた規則に違反、もしくは学生の本分を欠く行動があった場合には合
宿を中止させることもある。

附 則
　この内規は、平成22年４月１日から施行する。
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34　東北文教大学・東北文教大学短期大学部大型自動車使用規程

（目　　的）
第１条　この規程は東北文教大学・東北文教大学短期大学部（以下、「大学」という。）が所有

及び借用している大型自動車の使用について、必要な事項を定め、安全かつ適切な車
輌の運行を図ることを目的とする。

２　大型自動車の使用については、本規程の定めのほか大型自動車使用細則を別に定める。
（使用の範囲及び優先順位）
第２条　大型自動車使用の範囲は次の各号のいずれかに該当する場合とし、使用の優先順位は

大型自動車使用細則の規定による。
⑴　学校行事並びに講義に使用するとき
⑵　学生自治会活動及び部活動において使用するとき
⑶　学生及び教職員の研修並びに福利厚生を図るうえで、適当と認められたとき
⑷　その他学長が必要と認めた場合

（使用許可の要件）
第３条　学長は、次の各号の要件を満たす場合に限り、使用を許可する。但し、学外者等の利

用については、別に定める。
⑴　運行計画書を提出すること
⑵　第５条の規定による運転者が確保できること
⑶　大学の学生・教職員の活動であること
⑷　その他学長が必要と認めた場合

（使用許可の申請）
第４条　使用責任者は、大型車両等利用願を学長に提出し、その許可を得なければならない。
（使用責任者）
第５条　使用責任者は、教職員、嘱託職員又は学長が適当であると認めた者であること。
（運転者の要件）
第６条　運転者は、教職員、嘱託職員及び運転委託業者であること。
（安全運転の励行）
第７条　運転者は、道路交通法令に従って安全運転に心がけること、また、過労運転に陥らな

い様健康管理には充分気をつけること。
⑴　１日の走行距離は概ね600㎞以内とし、250㎞を超える場合は２名以上の運転者に
よる１時間毎交代運転によるものとする。但し、運転委託業者が運転する場合は当
該業者の規程によるものとする。
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（報告の義務）
第８条　運転者は、事故が発生した場合、事故の大小にかかわらず学長に報告しなければなら

ない。
（損害賠償等）
第９条　使用責任者がこの規程により使用の許可を受け、事故が生じた場合の損害賠償等は、

まず、当該大型自動車が加入している損害保険によって措置し、不足を生じた場合は
大学負担とする。但し、使用責任者並びに運転者が、故意または重大な過失により道
路交通法令に違反して大学に損害を与えたときは、当該使用責任者並びに運転者に対
し、求償することがある。

（経　　費）
第10条　大型自動車運行経費（燃料・有料道路料・駐車料・及び運転請負料）については、別

に定める。
（返　　却）
第11条　大型自動車使用後は、車内のゴミ等を処分し、状況に応じ車内清掃後返却すること。
（改　　正）
第12条　この規程の改正は、学長がこれを決定する。

附 則
　この規程は、平成29年4月1日から施行する。
　この改正規程は、令和６年２月15日から施行する。
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35　東北文教大学・東北文教大学短期大学部大型自動車使用細則

１ ．この細則は東北文教大学・東北文教大学短期大学部大型自動車使用規程（以下、「規程」と
いう。）に基づき定めるものとし、運用の基準は別に定める。
２．大型自動車の使用は、以下の優先順により認める。
⑴　学校行事
⑵　授業関係（教育実習・保育実習・介護実習を除く） 
⑶　学生自治会活動公式行事（試合・定期演奏会等）
⑷　学生自治会活動企画（慰問公演等）
⑸　学生及び教職員の研修並びに福利厚生等
⑹　その他バスの使用が必要な場合
３．最低利用人数は、概ね10名とする。
４．１回の利用日数は、最長２日までとする。但し、学長が必要と認めた場合はその限りでない。
５．利用範囲は、東北六県とし、利用距離の制限は規程第７条１号に準ずる。但し、学長が必
要と認めた場合はその限りでない。
６．大型自動車使用の申し込みは、大型車両等利用願を使用日の１週間前までに提出すること。
提出した書類に基づき、使用計画の調整を行い、学長が使用を許可する。
７．万一車両等を破損した場合は、緊急時対応・連絡体制に従い、使用責任者等は大学へ速や
かに連絡すること。
８．万一事故が発生した場合は、緊急時対応・連絡体制に従い、使用責任者等は大学へ速やか
に連絡し、事故処理を行うこと。
９．大型自動車使用後は、車内で飲食の有無にかかわらず、すべてのゴミを処分するとともに
車内清掃を行うこと。また、車内の汚れが著しい場合、清掃用具等を用いて車内を清掃し返
却すること。
10．本細則の改正は、規程の改正に準じて行う。

附 則
　この規程は、平成29年４月１日から施行する。
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